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第２回 ステルスマーケティングに関する検討会 議事録 

 

令和４年９月 22日（木） 

15時 00分～18時 00分 

 

〇事務局 それでは定刻になりましたので、第２回ステルスマーケティングに関する検討

会を開催いたします。本日は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、委員とプレ

ゼンテーターの皆様をオンラインでおつなぎしております。委員とは既に接続確認ができ

ておりますので、このまま始めたいと思います。 

 次にウェブ会議の操作説明をいたします。ハウリング防止のため、各委員の皆様におかれ

ましては、ご発言時以外は常にマイクをオフにしていただきますようお願いいたします。ま

た、御発言される際は、挙手の部分をクリックしてお知らせください。それでは中川座長、

この後の議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

〇中川座長 皆様、こんにちは。本日はご多忙のところ、御参集いただきましてありがとう

ございます。どうぞ本日もよろしくお願いを申し上げます。前回は事務局、渡辺委員及び菊

盛委員からステルスマーケティングの実態や、消費者への影響について御説明をいただき

ました。また、各委員からもステルスマーケティング規制に関する意見などをいただき、現

在、今後の論点整理に向けて、事務局で整理をしているというふうに伺っております。そし

て、本日から数回、事業者及び事業者団体から、ステルスマーケティングを防止するための

取組状況、またステルスマーケティング規制に対する考え方などをヒアリングしたいと思

います。 

 本日の議事ですが、運営要領に基づき非公開といたします。また、資料や議事録について

は、ヒアリングを行う事業者の希望に応じて、公表できるものについて後日公表をいたしま

す。本日は、広告代理店である株式会社オプト、広告主とインフルエンサーをマッチングさ

せるプラットフォームを運営するリデル株式会社、化粧品の口コミサイトを運営する株式

会社アイスタイルから、それぞれ説明があります。その後、５分から 10分程度休憩を取り

ます。休憩後、TikTokを提供する Bytedance株式会社、Twitterを提供する Twitter Japan

株式会社から、それぞれ説明をいただきます。それでは、資料の確認をいたします。事務局、

お願いいたします。 

 

〇事務局 それでは、本日の資料を確認させていただきます。まず、本日の会の議事次第が

ございます。続きまして資料１、株式会社オプトからの説明資料です。資料２は、リデル株

式会社からの説明資料です。資料３は、株式会社アイスタイルの説明資料です。資料４は、

Bytedance 株式会社の説明資料です。資料５は、Twitter Japan 株式会社の説明資料です。

以上でございます。 
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〇中川座長 事業者からのヒアリングに入る前に、前回、御欠席されました早川委員から、

自己紹介を含めた御挨拶と、ステルスマーケティング規制に関する考え方を、数分程度お話

しいただければと思います。早川委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇早川委員 はい。立教大学の法学部の早川と申します。前回、第１回の検討会を、都合に

より欠席し失礼いたしました。私の専門は経済法という分野です。経済法とは、市場の公正

で自由な競争に関わる法を対象としています。その典型としては独占禁止法ですけれど、景

品表示法につきましても、消費者庁に移管される以前は、独占禁止法の特例法として公正取

引委員会が所管し、市場の公正な競争に資することを目的に掲げていたという経緯もござ

います。また、そもそも消費者の合理的な選択を確保することが公正な競争とも切り離せな

い関係にあるということも踏まえ、景品表示法も研究対象に含まれております。 

 私はここ数年、日本の景品表示法の規制とアメリカの不当表示規制との比較研究を行っ

てきました。とりわけアメリカの連邦取引委員会、FTCによるステルスマーケティングの規

制に注目し、FTCがどのような規制を行っているのかを研究してきました。アメリカの FTC

はステルスマーケティングについて、広告ではないかのように装うことで、販売促進メッセ

ージの信頼性を高めることを通じて、消費者の商品選択に影響することを問題視しており

ます。同様の発想は、我が国においても基本線としては当てはまるのであろうと考えており

ます。 

 ただ、前回の検討会でも御指摘いただいておりましたように、日本の現在の規制が全く不

十分であることは間違いないであろうと思っております。私の個人的な意見では、日本の景

表法の既存の条文で対処し得る部分と、新たな検討が必要な部分等があるようにも思って

おりますが、ただ、いずれにしましても、少なくとも典型的に問題があるようなケースにつ

いては、何らかの方法での規制が行われるべきものであろうと考えております。ただ、第１

回の検討会におきまして、限界領域に関わる部分での難しさの御指摘もあったかと思いま

すが、確かに限界領域に関わる問題については、慎重な検討を要する問題がいろいろと存在

すると考えております。 

 最後に、最近はいろんな分野でいわれておりますように、規制の裏付けとしての実証の問

題も重要であるように思います。実証分析に関して私は全く専門外ではございますけれど、

経済学や経営学、社会心理学などさまざまな分野の観点から、ステルスマーケティングとい

う行為が、消費者の商品選択にどのように影響するのかを、把握するということも大切なの

ではないかと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上になります。 

 

〇中川座長 早川委員どうもありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

それでは、事業者からのヒアリングを始めたいと思います。大丈夫ですかね。もうちょっと

待ちますか、はい。入られましたかね。それでは、株式会社オプト様から御説明をお願いい

たします。15分から 20分程度でよろしくどうぞお願いいたします。 
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〇株式会社オプト ありがとうございます。では、私、株式会社オプト、恵下が今回は御説

明をさせていただきます。１ページ目をお願いいたします。弊社株式会社オプトは 1993年

に創業いたしまして、20 年以上ネット広告を主として、デジタルマーケティングを市場に

提供させていただいております。今回はいただいた御質問について、弊社の取組とともにお

話ができればと思います。 

 では、まずステマの定義について、弊社では広告ということを隠した広告と、弊社の社内

ガイドラインで定義をしておりまして、それを基に取組を行っております。特に弊社がステ

マ対策として重要視している、注意しているものとして、ここの１、２、３の項目がありま

す。特に２のインフルエンサーに商品を提供して、購入でインセンティブが発生する場合の

広告に関して、アフィリエイトに当たります。これに関しては、特に過剰な表現が出る場合

が多くありますため、社内教育及び広告内容の確認を、社内の審査チームを特別に設けてお

り、対応をしている状況です。 

 続きまして、実際のチェックフローはどんな形なのかというと、弊社では御発注をいただ

くと、七つの工程を経て広告が表示されます。これが１発注に対して 100名ほどのインフル

エンサーで対応する場合もあります。実際、この七つの工程の広告をチェックするという作

業に関しては、代理店にとってかなり作業負担が大きいと考えております。そのため、一部

の企業さんによってはそういうことはせずに、オリエンシートの内容徹底告知のみで実施

しているというところも実際はあります。ただ、弊社の場合は危険な可能性があるので、全

て、手間は掛かりますが、内容確認をしている状況です。工程図内に１から２営業日と記載

をしている工程があります。インフルエンサーから、１から２営業で早く戻してほしいと、

あとは、好きなタイミングで投稿したいので、早く戻してくれないとやらないいった要望が

高い案件も多いので、このコントロールに苦戦している代理店は多いのかなと考えており

ます。 

 続きまして、ステマの対策について表示の部分について御説明をさせていただきます。弊

社ではインフルエンサーに対して、業務をお願いする場合に、消費者に広告として認識して

もらえるように PRという文言を、ストーリーズやフィードへ投稿する記事に記載していた

だいております。弊社では、ストーリーズに関しては画像内に PRを必須、フィードであれ

ばテキストで PR を必須としてガイドラインを設けております。ただ、直近で Instagramで

は、タイアップ投稿というフィード投稿ができるようになりまして、こちらの活用も増えて

います。しかし、まだ消費者の認知が低いので、PR と分かりにくいっていうところもあり

まして、企業さんによっては、引き続き PRをきっちり書いてほしいといった、そういう要

望も多数いただいております。 

 また、PR っていう言葉以外に、「アド」とか「スポンサード」とか「コラボ」のような書

き方をする企業さんやインフルエンサーがございましす。PRの一番認知が高い状況の中で、

広告とわかりにくくしたいといった御要望をインフルエンサーや企業より相談をもらうこ

とも多く、こういった複数の広告っぽくないテキストで投稿されるということも、最近は少
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し増えてきている状況です。 

 続きまして、どこに PRを記載すればいいのか？についてです。ここもいろいろと企業だ

ったり、広告主だったり、代理店で差が出ています。基本的には投稿に対して、PR を記載

してほしいという形で広告主様と調整をしています。一部の企業やインフルエンサーは投

稿には同時に関連する記事を複数投稿する場合において、広告主の商品が掲載されている

記事のみ PR と書いてあれば、広告と分かるので大丈夫ですといった要望をされる方もいら

っしゃいます。ただ、そのことによってどこまでが広告なのかが分かりにくくなっているこ

ともあり、今後のページで記載はしておりますが、この辺りの明確なルールは必要なんじゃ

ないかなと考えております。 

 続きまして、発生した際の対応と対応における問題点についてです。消費者から苦情があ

った場合に苦情を受ける体制に関しては御質問をいただいておりましたが、基本的にはあ

るかなと思います。ただ、対象となる投稿を見つけることが Instagram とか TickTok とか

Twitter とかのプラットフォームの特性上、苦情元となる内容を見つけにくかったり、修正

を依頼することが難しい状況が多々あります。 

 一つ目は、プラットフォームの仕様上、掲載期間が 24時間といった投稿が残らない点で

す。実際、ステマではないかという連絡があってもその投稿を見つけることができない、対

策を採ることができないということは往々にして多いです。 

 二つ目は、個人の発信であることも多いため、発生の際の個人の対応に差が出やすいとい

うところです。テレビとか新聞であれば、ある程度はメディアの数自体は限られております

し、長年の取組が土台にあるかと思います。ネットメディアは法人だけでも膨大にあります

し、個人も多数参入している市場ではあるので、モラルに近いルールに対して認識している

ことに差があるかなと思っております。そのため、アカウントが見つかって修正をしてくだ

さいと伝えても対応してくださらない場合もあります。 

 三つ目はステマに対するルールがないですね。モラルとして対応している会社のガイド

ラインはあることはありますが、ステマに対する見解が結構バラバラなので、どの内容に対

して適用すればいいのかというところに関して、各社意見がバラバラであるというところ

があります。ルールを守ろうという意識のある会社が行動しやすいようにある程度のルー

ル整備は必要じゃないかと考えております。 

 こちらが御質問いただいた内容になりますが、なぜステマが行われるかっていう、見解で

すが、通常の広告より費用対効果が高いというところが、一番の要因ではないかなと私は考

えております。口コミや商品レビューの施策であれば、広告を出稿するより低単価で行うこ

とができます。また、実際に獲得単価だったり、コンバージョンレート、申込率が高い傾向

にあります。 
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 最後に今後のステマ対策についてというところで、記載をさせていただいております。消

費者に広告と口コミの違いを理解して行動してもらうためにも、ステマに対して明確なル

ール設定、法規制が必要だと思っております。また、実効性の担保だったり、規制に掛ける

範囲、広告である旨を示す表現の明確化っていう３点に関しては、しっかりとルール設定を

していただけると、少しずつ改善がされていくのではと考えております。発表は以上です。 

 

〇中川座長 どうもありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。

オンライン会議における挙手機能で御発言の希望をお知らせください。よろしくお願いい

たします。では、片岡委員お願いいたします。 

 

〇片岡委員 新経済連盟の片岡です。御説明ありがとうございます。いくつかお伺いしたい

のですが。まず、今回御紹介いただいたステマ対策のところで、商品を提供しているという

ところがキーポイントになっているのかなと思ったんですけれども。商品を提供しないタ

イプのインフルエンサーマーケティングというのは御社で取り扱っていたりするのか、あ

るとすればどんなものがあるのかを教えていただきたいと思っています。 

 あと、これも事例を紹介していただいた限りでは、あまりないのかなと思ったんですけれ

ども、複数の企業の商品に言及したいというインフルエンサーがいた場合に、複数の企業の

広告が混じるということになると思うんですけれど、そこに対してどういう考えで対応さ

れているか、ということを伺ってもよろしいでしょうか。 

 

〇株式会社オプト かしこまりました。一つ目の商品提供に関しては、無形のサービスはご

ざいます。何か動画を見たりとか、サービスを利用してそれを口コミとするということはご

ざいます。二つ目の企業が複数で、というところに関しては、あまりないですね。複数の会

社さんで、同じインフルエンサーで同時告知にといった内容はあまりございません。 

 

〇中川座長 では続いて、寺田委員お願いいたします。 

 

〇寺田委員 はい。私は以前、オプトにおりましたので、こういった立場でご質問させてい

ただくというのは、なかなか難しいところがあるんですけども。ステルスマーケティングは、

広告だけではなく広告事業そのものの信頼性も毀損する。まん延すると、場合によっては正

しく事業を行っているものであっても、業績すら圧迫する可能性もあるといった中で、現在、

こういったステルスマーケティングを積極的に進めようとする広告事業者も、実際に存在

しているっていうのが一般的な考え方だろうと思っています。 

 本来、被害者である広告事業者が加害者になっているようなこの状況というのは、非常に
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よろしくないと思っていますので、広告事業者同士で協働して、このような事態を解決する

ような取組っていうのは、実際はあるんでしょうか。例えば、違法な事業者の情報を共有す

るとか、公表するのは難しいとしても、そういったところに申入れをするとか、そういった

取り組みっていうのは広告事業者の中ではあるんでしょうか。私からの質問は以上です。 

 

〇株式会社オプト ありがとうございます。事業者同士での取組に関しては、PR のガイド

ラインも広告事業者同士で決めてやっておりますので、ある程度はあると思っています。た

だ、それを実行する広告代理店に比べると、そういった団体に加盟していない企業数がもの

すごく多いです。 

 また、インフルエンサーマーケの市場における広告代理事業、インフルエンサーをマネジ

メントする企業数が、今は膨大に増えておりまして、なかなか旧来の新聞、テレビ、 

デジタルマーケティングみたいな、大きい枠組みから外れた企業を制御するのは、

今の仕組みでは難しいかなと思っております。 

 

〇中川座長 ありがとうございました。では続いて、山本委員お願いいたします。 

 

〇山本委員 WOM マーケティング協議会の山本です。よろしくお願いします。三つほどお伺

いしたいんですけど、一つ目が、３ページだったかな、ステマの定義のところで。例の③の

所でご説明なかったんですけれど、ステマ対策不要というところ。限定されたインフルエン

サーに商品を提供し、商品についての口コミ発信を強要しない広告の実施というのは、これ

はステマ対策不要とされているのですけれども。これは何で不要と考えられるのかなって

いうのが質問の一つです。 

 趣旨としては、結局、書き込みを見た人というのが、インフルエンサーは自分で買ったの

か、企業なりからもらったものなのか区別がつかないっていう意味では、ステマの要素もあ

るのではないかなというふうな考えもあるかなと思いまして。 

二つ目が、９ページだったかな、今後の規制の範囲のところであったんですけれども。た

だ、依頼なしという案件がさっきの③だと思うんですが、これについてはルールとして規制

すべきだとお考えでしょうか、どうなんでしょうかというのが二つ目です。 

三つ目、ちょっとレベルが変わってくるんですけれども、Instagramのブランドコンテン

ツタグ、まだまだ消費者認知が低いかなっていう話もあったかと思うんですが。今は TikTok

でも YouTube でもプロモーションですとか、そういった表記の機能としては備わってると

思うんですが、三つ目についての認知度ってどのくらいあるとお考えでしょうか。長くてご

めんなさい。 

 

〇株式会社オプト ありがとうございます。では一つ目の、３ページ目の、商品を提供して

口コミに対して任意にしている場合ですね。これは、商品の提供はしても、口コミを誘発と
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いうか、マストで書いてくださいとしていない状況で、商品を提供するということに対して、

役務が発生という整理をさせていただいています。 

 言葉を変えると、商品を提供した後に書くか書かないかはお任せします。一般的にはモニ

ターと一緒だったり、プレゼントに近いと、今は整理をさせていただいております。ただ、

おっしゃるとおりグレーな部分だと思っており、ここに関しては議論の余地があるかなと

思っております。一緒に答えてしまいました。二つ目も、そのような形ですね。 

 三つ目、最後ですね。ブランドコンテンツ、認知のところですが、今、各社さんとお取引

をさせていただいて、これを付けますか、付けませんかなどを全ての案件に対してヒアリン

グをして、それをガイドラインとして必要ですよという御説明をさせていただいておりま

す。 

 その際にどれぐらいあるかというと 

 

 

 

 

〇山本委員 ありがとうございます。最後の点なんですけれども。得意先サイドでは７割、

３割という数字かなと思うんですけど、インフルエンサー側ではどんな感じでしょうか。 

 

〇株式会社オプト インフルエンサー側に関しては、 

 

 

 

その場合は、きちんとご説明を

しないと、分からない場合も多いかなと思っています。PR だけでいいですかねみたいなお

話をいただくことも多いので。 

 

〇山本委員 ありがとうございました。 

 

〇中川座長 他いかがでしょうか。では、福永委員お願いいたします。 

 

〇福永委員 はい。全国消費生活相談員協会の福永と申します。よろしくお願いいたします。

スライドの７になるんですけれども。消費者からの苦情があったときの対応が、特定しにく

いというようなお話があったのですけれども。消費者からの苦情というのはどういう内容

が多いとか、目立っているのかということ、あと、相談が入った場合、広告主さんとかイン

フルエンサーさんの方に、その内容についてフィードバックしたりとか、どのような対応を

なさっているのかということが、もしお分かりであれば教えていただけたらと思います。 
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〇株式会社オプト はい。弊社では、案件を全て確認させていただいてるので。ステマじゃ

ないかみたいな質問とかというのはほぼない状況です。 

 

〇福永委員 ないんですね。 

 

〇株式会社オプト はい。ただ、 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇福永委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

〇中川座長 他にいかがでしょうか。では、片岡委員お願いいたします。 

 

〇片岡委員 もう一度、２度目の質問で失礼いたします。本日、お話しいただいた内容はイ

ンフルエンサーマーケティングの分野でお話しいただいたんですが。例えば、不特定多数の

一般人を対象とした、サンプリングに伴う Twitter投稿であるとか。あるいは、よく SNS上

である、見た人はこのタグを付けてつぶやいてくれたら、抽選でプレゼントしますよといっ

た、一般人を対象としたマーケティングをやってらっしゃるかというのと。そういう不特定

多数の一般人の方の投稿、ステマについてどういうふうにお考えになっているのか、もし伺

えればと思いまして。よろしくお願いします。 

 

〇株式会社オプト ありがとうございます。サンプリングに関してなんですけれども。多分、

インフルエンサーさんのどなたかが、何かのプラットフォームで、ここのリンクをクリック

するとそれは安くなりますよみたいなイメージで合っていますか。 

 

〇片岡委員 というよりは、イベントや街頭でサンプルを配布して、その人たちに投稿を呼

び掛けるようなもの。あと、サンプルプレゼントという企画に応募してきた方に、ぜひ口コ

ミお願いしますみたいなもの。 

 

〇株式会社オプト ありがとうございます。先ほどご質問いただいた件と少し似ていまし

て、商品を提供といったサンプリングキャンペーンを実施する際に、ユーザーさんに例えば、
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口頭などで何かしら投稿してくれるとうれしいです、みたいなことをいう場合があると思

いますが、この場合、投稿は任意となります。投稿をマストにしない場合は、今のところ弊

社ではステマではないという整理をしております。 

 

〇片岡委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 他はいかがでしょうか。では、私から１点質問させてください。これは何ペー

ジ目になるのかな。最後の方ですけど、ステマが発生した際の対応と、対応における問題点

というスライドです。②の所で、個人の発信であることも多いということで、発生後の対応

に差が出やすいということなんですが。 

 これは③のステマに関するルール。一定の範囲、こういうのはステマで、それは禁止です

ということが法的に明らかになったら、②の問題。広告主から、あるいは代理店からインフ

ルエンサーに対して、止めてくださいっていいやすくなるのか。というか、対応してもらえ

るなというふうになるのか。 

 それとも、それでも隠した方がコンバージョン率が高いからというので、なかなか広告主、

あるいは広告代理店からのグリップは効きにくいというのか。これも全くの予想なんです

けど、どんな感じがあるでしょうか。もし分かれば教えていただきたいと思います。 

 

〇株式会社オプト ありがとうございます。法規制があることによって、一定の抑止力は効

くとは思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇中川座長 はい、どうもありがとうございました。他はよろしいでしょうか。大丈夫です

かね。それでは株式会社オプト様、本当にありがとうございました。今後の検討の参考にさ

せていただきます。それでは、退出をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇株式会社オプト ありがとうございました。失礼いたします。 

 

〇中川座長 ありがとうございました。 
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〇中川座長 では続きまして、リデル株式会社様からご説明をお願いいたします。15 分か

ら 20分程度でお願いできればと存じます。 

 

〇リデル株式会社 はい、よろしくお願いいたします。初めまして、リデルの福田と申しま

す。本日はよろしくお願いいたします。 

                         私は 2000年から事業を開始してお

りまして、芸能プロダクションとファンマーケティングのハイブリッド型の会社をやって

おりました。トレンドの仕掛けなどを行う会社でございまして、これまでずっと人を中心と

したマーケティングに従事しておりました。それは、ファンマーケティングやコミュニティ

マーケティングの領域で、人を基軸にビジネスをやっております。 

                              2000 年頃は雑誌媒体で、

読者モデルという方たちのファンに対するマーケティングをやりながら、その後媒体がど

んどんと変遷していって、ブログや SNSに変わっていくんですけども。ブログマーケティン

グをしているときに、 

 

強い痛みがあって、弊

社のタレントや関わる人々、クライアントを含めて、非常に大きなダメージを負って。そこ

からリデルという会社に変わっても、 

ステルスマーケティングに対しては強い啓発と、社内の体制を取っております。 

 

 今、僕らがやっている事業は、個人の自律を支援し、パーソナルエコノミー時代をつくる

ことです、御存じのとおり個人が活躍する時代になってきまして、ツールやデバイスも大き

く変容してきました。個人個人が経済を作れるような時代になってきて、個人にもっと自律

を促して、個人経済を支援していこうという事業をやっている会社になります。 

 僕らは３万人のインフルエンサーと、今は 6000社以上の企業様を、企業のマーケティン

グ課題に合わせて、インフルエンサーが SNS でソリューションをしていくプラットフォー

ムを運営しておりまして、さまざまな企業様に御利用いただいている状況です。さまざまな

マーケティングセミナーや講演会をしております。もちろん最近はステマ、炎上防止、そう

いったモラルやマナーを啓発するセミナーをよくやっております。 

 繰り返しになりますが、僕らのミッションとしましては、個人の影響力を、人々の未来の

ために。というものを掲げており、様々なサービスプロダクトがありますが、軸としては人

が起こす影響力だとか、関係構築の力を、企業さまのマーケティング課題解決に向けていこ

うとしております。 

こ れ

までのマーケティングゴールは、いかに消費させるかだったが、今はパーソナルなメディア、

SNS を誰もが持つ時代に消費はゴールではなくて、ゴールは消費の先にある。美味しかった
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とか、楽しかったという体験を投稿して、フォロワー・オーディエンスが共感する。共感し

た人がまた新しい消費を生む。僕らの仕事としては、消費の先の価値観の共有から共感、こ

こをフォーカスしてマーケティングをしております。 

 ビジネスモデルとしましては、個人と企業を僕らのワークスペースでマッチングして、そ

こでさまざまな取引をしていただいております。 

 メインの機能は五つ。認知拡大から興味関心、比較検討から購入、リピートまで。対応 SNS

は Twitterから YouTubeまで全て網羅して、さまざまなインフルエンサーと 6000 社の企業

さまにご利用いただいております。さまざまなマーケティングファネルに合わせて、認知拡

大の施策をやりたかったら、インフルエンサーに広報宣伝をお願いしますとか。SNSのコン

テンツを作ってほしければ、制作を依頼というように、マッチングして取引をしています。

その中でも、インフルエンサーと企業様をマッチングするサービス、「SPIRIT（スピリット）」

こちらをお話しできればといます。SPIRIT（スピリット）は企業さまとインフルエンサーを

マッチングして、広告の取引をするサービスです。 

 一般的なインフルエンサーマーケティングでは、企業様がインフルエンサーに直接 DMや

LINE、電話などで、 

是非インフルエンサーのあなたにやってほしいですと連絡をして、広告を依頼

していっていることが多いです。 

 

 

 

僕

らの SPIRIT（スピリット）というサービスは一方的にキャスティングをしていくのではな

くて、公平に公募形式でタイアップをしていくサービスになっております。 

 

 

 

 

 

非常にフェアでクリーンなやりとりでお仕事を進めてい

くようなサービスです。仕事が終わった後も、企業様からインフルエンサーへの評価もあり 

ます。 

 

 

 逆もしかりで、今度はインフルエンサーが企業様の方にも評価をします。 
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 あと、インフルエンサーの審査。更新頻度が良いとか、ステマや炎上がないか。フォロワ

ーの質、フォロワーを購入した形跡がないかとか。そういった健全なインフルエンサーたち

をしっかり審査して、企業様と取引をしていただいております。 

ステルスマーケティング

の撲滅活動としまして、ステマ撲滅 Tシャツというものを 2017年に発売しました。ある有

名なアパレルブランドとコラボレーションして、インフルエンサーのボディーに広告をし

ていこうと。インフルエンサーが自分たちで、ステマを止めようという意志を、本人たちか

らも表現してもらおうという試みを行いました。 

 あとは、ステマ撲滅キャンペーンというものは、企業様から SNS・インフルエンサーの広

告を受注する際に、＃ノーモアステマを付けてもらえると何％オフにしますなど、企業様か

らこういった啓発に参加いただければ、僕らは手数料安くしますというキャンペーンなど、

さまざまな面でステルスマーケティングをなくすための活動は続けております。 

 

 インフルエンサーの実態としまして、こういったステマを受けてしまった理由としまし

ては、理解、知識が少ないというところと。ステマを断った理由としましては、フォロワー

の信頼を失うからというところが大きくあります。インフルエンサーが一番怖いのはフォ

ロワーを失うことです。 

 

 

 

 

 

 

 

企業様に関してはオンラインセミナ

ーなどは結構やっております。会社様にお伺いして、インナーセミナーもやりますし、社員

教育用の動画素材を作ったりもします。自社の方では、月２回ほど水曜日にステマクイズと

いうのを全社員でやっておりまして。ステルスマーケティングは曖昧な部分があったり、判

断がかなり難しい部分もあるので、そういったものを皆で持ち寄って、理解を深めるような

ことを数年やっております。 

 影響ですね。消費者に対する影響ですけれども。僕らが考えているのは、テレビ CMとか

マス広告というのは、この商品は「美味しいよ」という形で訴求していくんですけど、イン

フルエンサーがやる広告は、「美味しかったよ」という形で訴求されていく。これは体験結

果なんですね。体験結果というのは、御存じのとおり非常に強い信頼性を持っています。企

業様とか、こういった討論会でも事例はありますかと言われるのと一緒で、消費者も事例を
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基に購入のアクションに向かう。なので、非常に強い影響力を持っていると思っています。

さらに、口コミで購入を決めたことがあるというのは 98.４パーセントで、ほとんどの人が

誰かの体験結果のような口コミで、購入を決定しているというデータもあります。何がいい

たいかと言いますと、ステルスマーケティングがもたらす消費者に対する影響としまして

は、信頼性が強いからこそ購買の行動に非常に強い影響力を及ぼしてしまう。なので、ステ

ルスマーケティングが起きると、消費者は間違えて購入してしまうという経済的なダメー

ジがあります。そして、インフルエンサーに対する信頼を非常に失望してしまいます。 

消費者、特にインフルエンサーのフォロワーは、 

投稿を見て元気になれました

とか、前向きになれましたとか、非常にポジティブな影響ももらうんですけど、そういうふ

うに信じれば信じるほど、裏切られたときに心的ダメージも大きい。なので、消費者という

のは、消費に対する経済的ダメージだけじゃなくて、ステルスマーケティングによって、心

理的なダメージも同時にもたらすところが影響かなと思っております。 

実態としましてよくあるのが、インフルエンサーの依頼で、PR 表記なしでお願いしますと

いうのがまだ存在しています。 

 

 

 あとは、買ったことにしてください。サンプリング、あげているのに買ったことにしてく 

ださいと。                          物品提供やポイント

の付与の場合は PR表記なしでもいいですよと、企業様がインフルエンサーに、これは大 

丈夫だと言っているようです。 

 

一番多く起きているのが、商品サンプリング。商品をサンプリングしているだけなので、

投稿してくださいと言ってないです、これはステマじゃないですという形で。実際は商品サ

ンプリングというのは複合的にステマ要素が曖昧に重なっているような状態で、これをう

まくグレーな部分を活用して、ステマ的な依頼をしている企業様が多いんじゃないかなと 

思っております。 

 今のユーザー、特に若年層ですね。20代、30代でいうと、嘘がないリアルな姿勢を好む

ような市場にもなっています。オーセンティシティーマーケティングみたいな部分で、信ぴ

ょう性とか確からしさ、誠実性みたいなところを大事にする世代でもあります。あと、イン

フルエンサーとフォロワーが、とても強い信頼関係とコミュニティーになってきている。こ

ういった背景があって、こういった今回の規制が導入されていくと、曖昧だったものがルー

ルとされると、各自も正しくあっていいんだと、これを守っていれば正しいんだと、自浄作

用が働いていくと思います。 

 さらに、こういったルールができてくると同時に、モラルの啓発も非常に重要だと思いま

す。ユーザー同士がコミュニティーになっているので、そこが抑止力になって、それステマ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

じゃない？大丈夫？とか言い合っていく。こういった監視体制みたいなところも非常に重

要かなと思います。ルールだけではなくて、モラルとかマナーとか、そういったものをしっ

かり啓発していくことで、継続的にこういった健全性が保っていかれるんじゃないかなと

は思います。 

 なので、非常にニーズとマッチするとともに、インフルエンサーの経済活動の機会損失と

いうところを、こういった規制でなくしていって、インフルエンサーSNS マーケティング、

もしくはパーソナルエコノミーというものを、成長させていけるんじゃないかなと思って

おります。以上になります。 

 

〇中川座長 どうもありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。

委員の方でご質問されたい方、挙手機能でお知らせください。では、カライスコス委員お願

いします。 

 

〇カライスコス委員 京都大学のカライスコスと申します。非常に分かりやすいご報告を

いただき感謝しております。30ページについて伺いたいのですが、30ページのスライドの

一番下の所で、商品サンプリングについて言及をされています。こういう場合だと、恐らく

何か投稿してくださいとか、そういうことは強制はされていないかとは思います。ステルス

マーケティングをどう定義づけるのかということはいったんさておき、ご自身の今までの

経験の中で、このような商品サンプリングを通じたステマというものも問題があって、規制

をするべきだと考えていらっしゃるのかどうか、その点について伺えれば幸いです。 

 

〇リデル株式会社 ステマ規制での論点は、ここだなと個人的には思っていて。ここって本 

当に自分の心次第というか、モラルの部分になる。 

 

 

 

 

 意図的にというか、思惑があって商品を渡しているかなんて、判断がつかないと思うんで 

すね。であれば、僕は、これは NGにいったんして、強くルール化はしておいて 

状況に応じて許し

ていくみたいなことにしたほうが、健全性はつくっていけるんじゃないかなと思っていま

す。 

 

〇カライスコス委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 他にいかがでしょうか。渡辺委員お願いいたします。 
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〇渡辺委員 どうもありがとうございました。非常に参考になりました。１点伺いたいのは、

プラットフォームというような形で、インフルエンサーの方と企業の間のマッチングで運

営されていて、インフルエンサーの方たちというのは、どの程度個々の依頼、企業側からの

依頼について、どの程度ステマっぽいとか、明らかにステマだなとか、こういうことを認識

してそうでしょうか。また、明らかにこれはステマっぽいと、依頼されるときの値段とかが

違うのかとか、条件がどう違うのかとか。そこら辺というのは、どの程度インフルエンサー

の人たちは、実態的にこれはステマだなと分かってやっている、もちろん程度はあると思う

んですけど、そこら辺はどんな印象か、可能な範囲で教えていただければと思います。 

 

〇リデル株式会社 なるほど。これはステマだなっていうところに、値段の高い安いという 

のはあまりない気がします。 

 

 

 

 一番インフルエンサーがこれはステマだなって気付くのは、PR表記なしでお願いします 

って、はっきり企業さまも言われるんですね。 

 

 

 

 

 

複合的にしてしまって曖昧にして、ステマではない

ですという言い方で、インフルエンサーに依頼されている場合が多いと思います。 

 

〇渡辺委員 ありがとうございます。そうすると、割と関係性の中で、ここの貸し借りみた

いな感じみたいなことが割と多いっていう、そんな感じで？ 

 

〇リデル株式会社 そうですね。貸し借りのパターンも多いと思います。インフルエンサー

も断ったら仕事もらえないとか、あのときにたくさんお仕事もらったから、今回は断れない

なとかいうパターンもあると思います。 

 

〇渡辺委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 では、続いて山本委員お願いいたします。 
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〇山本委員 はい。WOM マーケティング協議会の山本です。よろしくお願いします。大変現

場のことをいろいろと分かっている方の話だなと思って伺っておりました。いくつかある

んですけれど、３万人のインフルエンサーの方、6000 社の企業の方というお話があったか

と思うんですけど、それだけ数がいらっしゃるとステマを正しく理解していないとか、誤解

しているとか、これはステマじゃないというふうに思い込んでいる方とか、いろいろいらっ

しゃると思うんですね。企業側とインフルエンサー側で例えば、どういった誤解といいます

けれど、誤解が多い印象をお持ちでしょうか。 

 

〇リデル株式会社 なるほど、誤解。一番多いのは、物をあげてお金は渡していないってい

うパターンですね。これが一番多いと思いますね。 

 

〇山本委員 それはたとえ広告表記というか、PR 表記をしなくてもステマにはならないと

思っているということでしょうか。 

 

〇リデル株式会社 そう思っている会社さんもいますし、そう思いたいと思っているんじ

ゃないかなと僕は勝手に思っています。曖昧だからこそ、大丈夫でしょと思っている気がし

ます。 

 

〇山本委員 分かりました。もう一つよろしいですか。 

 

〇リデル株式会社 はい。 

 

〇山本委員 先ほどのスピリットでしたっけ、マッチングサービス。 

 

〇リデル株式会社 はい。 

 

〇山本委員 これはステマも教育とかされているってすごく分かったんですけど、実際に

投稿されているものって、どういった形でチェックとか警告だったりとか修正だったりっ

ていうのをやられているのでしょうか。 

 

〇リデル株式会社 これは弊社の方からギャランティーをお支払いするときに、投稿チェ

ックがあります。投稿チェックのときに広告主との関係性と、あと広告表記、この２点をし

っかりチェックして。例えば、ハッシュタグ、PR、広告、スポンサードなどが抜けていると

か、商品名や企業名がない場合というところは、再投稿していただくか、僕らはギャランテ

ィーをお支払いしないというルールになっています。対価を得た広告ではないという形に

して、インフルエンサーの方にお支払いをしません。もちろん一方的にお金を払わないだけ
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ではなくて、インフルエンサーの方にはお伝えして、こういう内容なので、それはステマに

当たってしまうので、やり直してくださいとやっております。 

 

〇山本委員 ありがとうございます。ごめんなさい、もう１個だけお願いします。 

 

〇リデル株式会社 はい。 

 

〇山本委員 よくあるイベント協賛みたいな形で、一つのイベントに媒体社であったりと

か、どこぞの企画だったりとかで、そこに協賛者がいっぱい付いているような場合、イベン

ト主催者のほうから、これのインフルエンサーマーケティングの依頼みたいなパターンも

あるのかなとは思うんですけども。そういった場合の広告表記とか広告主の明示の仕方は、

どんなふうにされていますかね。 

 

〇リデル株式会社  

 

これはどの依頼主が何に対して PRするかによるので。そこの会社の商品名の

表記と広告表記というのは共通なので、そんなにここは問題ないかなと思いますね。 

 

〇山本委員 なるほど。協賛者さんの方でやるときにはそれで問題なしだし、主催者さんか

らもし依頼があれば主催者って形になるということですか。 

 

〇リデル株式会社 そうですね。依頼主の商品名だとか会社名の表記になるので、そこは大

丈夫かなって感じですね。 

 

〇山本委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

〇中川座長 では、次に片岡委員お願いいたします。 

 

〇片岡委員 ありがとうございます。御説明、ありがとうございました。説明いただいた資

料の 25ページのクイズが、非常に興味深いなというか、まさに限界領域のところだなとい

うふうに感じているんですけれども。先ほどの質問とも少しかぶるのですが、ここのクイズ

として挙げられているものが、イベントに一般人も行けるけれど抽選が必要で、インフルエ

ンサーには招待券が来て、一般人もインフルエンサーもその会場に行けばサンプルがただ

でもらえますといった場合に、そこで投稿するものをどう考えるかというクイズになって

いると思います。クイズとしてはどういう答えになっているのかというのをお聞きしたい

です。 
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 あと、先ほどの質問に少しかぶるのですが、例えば、あるＡ、Ｂのブランドのブースに行

って商品をもらいましたけど、Ｃには行っていませんと。でも、招待券を頂いたのはイベン

トの主催者ですといったような場合に、どういうような表記を正として考えてらっしゃる

のかというのをお伺いしたいです。 

 あともう一つが、先ほどサンプリングが、ステマっぽい曖昧なグレーなものを問題にして

いるので、いったん NGにしてはどうかという話がありましたけれども。商品提供で投稿を

条件としないものの難しさは、商品を提供してからその関係がいつまで続くのかというの

が、結構、大きな問題としてあると思うんですね。 

 

〇リデル株式会社 確かに、はい。 

 

〇片岡委員 あと、例えば、著名人の事務所に送ったという場合に、その方が厚意で投稿し

たものに対して、そこに PRを付けてくださいってお願いしたりするのは結構難しいことな

んじゃないかと思うんですけれども。いつまで関係が続くのかと、投稿に何か口出しするこ

との可能性についてもお伺いできればと思います。 

 

〇リデル株式会社 まず招待状をもらった場合には、 

言うべきだと思っていて、 

影響力がある人なので。 

 

厳密な正解は広告表記もして、取材の人からチケットをも

らってから遊びに来たよっていうところは、必ず言うというところですね。もう一つが何で

したっけ、２個目。 

 

〇片岡委員 ２個目は著名人に送った場合の関係がいつまで続くかと、あとは投稿に口出

しするということです。 

 

〇リデル株式会社 社内でもいつも検討に挙がるのはここで。例えば、洋服をサンプリング

して、１回目の洋服を投稿するときには、あるブランドさんからこれを頂きました、ハッシ

ュタグ PR、ちゃんと広告表記と関係性を明示してやる。これはお金も頂いているし商品も

頂いているので、ここまではやる。 

 けれど、次の日も着る可能性があったり、３日後に着る可能性もあったり。２回目、３回

目のときはどうするんだっていうのは、非常に僕ら社内でも考えていて。今のところは１回

目だけで OK だと思うんですが、本当に厳密的にやるのであれば、減価償却じゃないですけ

ど、幾ら以上のもの。例えば、車をもらったら、５回は PR しないと償却されませんとか、

そういうのも必要になってくるのかな、そういったことをよく社内で話してたりはします
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ね。なので、今は１回目だけで表記はいいと考えています。 

 

〇片岡委員 ありがとうございます。今、お金も頂いてというのは、あくまでも投稿に対し

てはフィーが払われるからということなんですね。 

 

〇リデル株式会社 そうですね。けど、商品をもらうこともイコールだと思うので、もしお

金がない場合でも同じだと思います。 

 

〇片岡委員 分かりました、ありがとうございます。 

 

〇中川座長 先ほど西田委員が手を挙げられていましたかね。西田委員お願いいたします。 

 

〇西田委員 はい。立正大学心理学部の西田でございます。一つだけ質問させてください。

23 ページになるんですけど、インフルエンサーに対する普及啓発活動ということで、いく

つかやられているわけなんですけれども。この活動の実施に対して参加する側は、強制的に

全員受けなきゃいけないようなシステムなのか、任意に受けるものなのか。そして、受ける

場合にインセンティブ等があるのかどうか。この啓発活動が効果として何か確実にステマ

を減らせることとか、そういったような何か分かっていらっしゃることがありましたら、教

えてください。 

 

〇リデル株式会社 なるほど。まず任意です。強制的にはやってないですが、僕らのスピリ

ットというサービスの中に、バッチを付けようという企画はありまして。インフルエンサー

検定というものを受けてもらって、しっかりステルスマーケティングの知識とか、炎上しな

いモラルを正しく理解したっていうところでバッチを付けると。 

 僕らのサービスは、企業様がインフルエンサーを選ぶときにいろんなプロフィールを見

るので、そのときにインフルエンサー検定合格っていうバッジが付いてれば、この人は安心

して、ステマの理解もあるからしっかりご依頼することができるねと、選びやすくなる。企

業様からすると、安心材料になると。なので、しっかり取ってくださいねみたいな形に今は

しようとしております。 

 その効果としましては、僕らも数年間やり続けてきてはいるんですけど、定量的には僕ら

がこういった活動をしながら、どうなったかってところは分からないですけども。昔よりは、

肌感覚でいうと、インフルエンサーの方も企業のほうも、少しずつステマに関する知識も増

えて、減ってきているんじゃないかなとは思います。 

 

〇西田委員 すみません、もう一言。それで、もし法規制のような厳しいルールが作られる

と、啓発活動的にはもっとやりやすくなると考えられますか。 
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〇リデル株式会社 ものすごくやりやすくなると思います。僕らも企業様に、それって本当

に駄目なんですかと押し切られた場合には、そこは御社に任せますけど僕らは受けられま

せんと。けど、御社が炎上したときにどうなるかってところを考えたほうがいいですよみた

いな、そのレベルでしかお話ができないので。規制ができることによって、堂々と僕らもイ

ンフルエンサーを守ることができるなとは思います。 

 

〇中川座長 では、続きまして、早川委員お願いいたします。 

 

〇早川委員 はい、立教大学法学部の早川と申します。本日はどうもありがとうございまし

た。二つほど質問をさせていただけますでしょうか。 

 一つ目は、先ほどのカライスコス委員と片岡委員の質問に関連いたしまして、ステマの判

断が難しい曖昧な部分があるとのことで。これまでにもサンプリングですとか、いろんなお

話が出てきたかと思いますけれども。これまでにお話しいただいた事柄の他に、もし判断が

難しいということに関して、何かこういう類型はよくあるというものがもし他にもござい

ましたら、教えていただけますでしょうか。 

 それから、二つ目のご質問をさせていただきますと、スライド 19の所でフォロワーの質、

フォロワーを買っていないかという審査基準が挙がっておりまして、これはフェイクフォ

ロワーの問題かと思いまして。アメリカではステマに類似する問題として最近は問題にな

っていて、実際に規制された例もあると伺っておりますけれども。フェイクフォロワーのよ

うなこれは、日本でどの程度の広がりを見せているのかという点、ご教示いただけますでし

ょうか。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇リデル株式会社 まず一つ目の質問なんですけれども。先ほどの質問にもあったように、

イベントに招待状をもらってどうするかとか、芸能人とかも含めて商品を渡されたときに

どうするかとか、本当に曖昧な部分はたくさんあって、共通するのは物、サンプリングなん

ですね。お金を頂いて広告依頼っていうよりはチケット招待してもらったとか、物をもらっ

たとか、こういう体験をさせてもらったとか、旅行をただで行けたとか。何かそういった物

をもらう、体験をもらうみたいなところが非常に曖昧になってくる感じです。 

 シンプルではなくてコンプレックスしているような、いろんなものをあげて、体験して、

何々してとか。物をあげた部分は広告表記をしてほしいけど、こっちの部分はしないでほし

いというように、投稿を２回に分けられて、いろんな抜け道を考える企業様もいるなとは思

います。 

 もう一つのフェイクフォロワーの部分でいうと、今はフェイクフォロワーを増やすよう

な活動をされている人たちが、たくさんいるわけではないと思いますが、２、３年ぐらい前

は、非常に多かった認識があります。 
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 今、各社 SNS プラットフォームのアルゴリズムでは、エンゲージメントが低いとリーチさ

れないという。例えば、10 万フォロワーがいてもエンゲージメントが低い人たちは、10万

人に届かず、１万人の人たちにしか投稿が届かないような仕様になっていて。なので、今度

は企業も届かない、ただフォロワー数が多いだけの人にタイアップしても、あまり意味がな

いということも徐々に伝わり始めています。なので、フェイクフォロワーの意味がだんだん

なくなってきているので、昔よりは徐々に下火になってくるかなという感じはします。 

 

〇早川委員 どうもありがとうございました。 

 

〇中川座長 では続きまして、福永委員お願いいたします。 

 

〇福永委員 貴重なお話、ありがとうございました。福永と申します。結局、御社では、例

えば広告主のほうから「広告」という表示を無しにしてくださいとか、そういうお申し出が

あった場合は、お断りしているということでいいのかというところの確認と、あと、そうい

うお申し出がどれぐらいあるのかというようなところが１点目で。 

 あと２点目なんですけれど、サンプリングなどでコメントをするかどうかはお任せにし

ているという中で、その後のインフルエンサーがコメントする内容を、広告主がチェックを

するというような機能もあったりするのか。そして、そこにマイナスの表現、発言をするよ

うなインフルエンサーがいたりすることがあるのか。 

 あともう１点です。内容までこういったことを言ってくださいねって、どこまで深く条件

を付けてくるところがあったりするのかというところを、お聞かせいただきたいと思いま

す。最後の方に。よろしくお願いいたします。 

 

〇リデル株式会社 まず僕らは完全にお断りしています。最近は結構、減りました。２年く

らい前までは 100 社に１社ぐらいは、ステマを堂々とご依頼してくるようなパターンがあ

りました。 

 サンプリングからのチェックみたいなところは、ステルスマーケティングに関してチェ

ックをしようという人たちは、そんなにいないと思います。けれど、クリエイティブチェッ

クとして、自分の自社のブランドのトーンマナーに合っているかどうかっていうところを、

チェックする人たちは結構います。投稿前チェックというのがありまして、インフルエンサ

ーから下書きを全部出させて、下書きを見て、この世界観はいいねという感じです。 
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〇福永委員 そうすると、そこでこういう広告は、こういう掲載は止めてくださいってなっ

た場合には、その辺は御社さんも関わって訂正したりすることってあるのでしょうか。 

 

〇リデル株式会社 あります。基本は訂正１回までみたいなルールがあって、２、３回とか

になってきたら、それは対応できませんというのをあらかじめ伝えさせていただいて、修正

１回までみたいな感じが多いですね。 

 

〇福永委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

〇リデル株式会社 僕らは投稿したものがレポーティングされるようなシステムになって

いるので。100人のインフルエンサーがある商品を投稿したならば、100人の投稿リストが

出てきます。なので、タイアップが終わった後に、自分の依頼した投稿は見れるようになっ

ています。 

 

〇福永委員 すみません、あともう１点いいですか。広告を見て、消費者の方から苦情とか

が入ったりすることはありますか。実際と内容が違っているじゃないかなど。それとも苦情

の受付などは特にはやってはいらっしゃらない感じなんですかね。 

 

〇リデル株式会社 インフルエンサーに届くというパターンは聞いたことはあります。 

 

〇福永委員 そういった場合はインフルエンサーさんに届くんですね。 

 

〇リデル株式会社 そうです。 

 

〇福永委員 分かりました。 

 

〇リデル株式会社 インフルエンサーが矢面に立ってしまうパターンが多い。この間もイ

ンフルエンサーと一緒にセミナーをしたのですが、結局、前に立つのは私たちで、その後ろ

に代理店さんたちがいて、フォロワーからいろんなことを言われたりして、そこのフォロー

をするのは私たちなので、とインフルエンサーが言っていましたね。 

 

〇福永委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

〇中川座長 他にいかがでしょうか。私から一つだけ。先ほどのスピリットの仕組みの中で、

インフルエンサーの広告を審査する，ステマじゃないか審査するということがあったと思

うんですけども。ということは、投稿したものを保存させて、全部フィードバックさせて、
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フィードバックというか持ってこさせているっていうイメージで理解してよろしいでしょ

うか。 

 

〇リデル株式会社 消えてしまう投稿は、スクリーンショットを撮って、プラットフォーム

にアップデートをしたら、投稿完了となされて。それは目視と、システムで確認でき、ステ

マかステマじゃないか判断されて、ギャランティーをお支払いするフローになっています。 

 

〇中川座長 では、全て把握できているってことなんですね、その仕組みでは。 

 

〇リデル株式会社 はい。提出されたスクリーンショットもアーカイブされます。 

 

〇中川座長 ありがとうございます。他はよろしいでしょうか。ありがとうございました。

本日のリデル株式会社のご説明は非常に勉強なりました。ありがとうございます。それでは、

以上で今日は終了させていただきます。では、いただいた情報を基にこれから検討を進めま

すので、ご退出をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

〇リデル株式会社 ありがとうございました。 

 

〇中川座長 では続きまして、株式会社アイスタイル様からの説明をお願いいたします。15

分から 20分程度でお願いできればと存じます。よろしくお願いします。 

 

〇株式会社アイスタイル アイスタイルの金野と申します。本日はよろしくお願いいたし

ます。本日は貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。弊社アイスタイルはア

ットコスメという美容系のメディアを運営しておりまして、その中で、ユーザーさんに口コ

ミを投稿いただいたり、その口コミをランキング化しまして、提供させていただいておりま

す。私が口コミの投稿監視ですとか、ランキングの運営を行っている部門の現場の責任者を

行っておりまして、本日は私のほうから弊社における各取組ですとか、不正投稿など現状の

課題につきまして、お話をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 まず私どものアットコスメの取組としまして、アットコスメ宣言というものがございま

す。運営方針、こちらに六つ掲げておりますが、「中立で公正な姿勢を貫きます」、「投稿の

強要や恣意的な評価操作を認めません」、「法的責任・社会的責任を順守します」ですとか、

そういったものを掲げて日々、運営を行っております。こちらの内容につきましては、私ど

も運営だけではなく、御利用いただいているユーザーさん、メーカーさんにもご理解いただ

きまして、一緒に運営をさせていただいております。 

 次のページをお願いいたします。こちらは一部抜粋となりますが、アットコスメ宣言に御
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賛同いただいている企業様に関しましては、こういった形でサイト上でも一部御紹介させ

ていただいておりまして、一緒に運営をさせていただいております。 

 私どもは口コミマーケティング協議会、WOMJ にも加盟させていただいておりまして、本

日は山本さんもいらっしゃるかと思うんですけれども。お世話になっております。こちらの

ガイドラインにのっとった運営を行っております。 

 こちらからが実際の口コミに関する取り組みです。まず１点目、投稿いただいた口コミは、

24 時間 365 日体制で全件有人監視、人の目でチェックをしております。ランキング操作を

狙ったような、恣意的な投稿がないかも含めてチェックをし、随時対象となる口コミを削除、

メンバー登録の抹消等行っております。不正投稿に関しましては、これまでに蓄積したノウ

ハウがございますので、それを基に特有の動きを検出いたしまして、システムチェックと先

ほど申し上げた有人監視、人間の目でチェックしておりますので、両軸で行っています。 

 ２点目ですが、関係性の明示として、全ての口コミにおいて購入品、御自身で購入した商

品に対する口コミなのか、モニタープレゼント、他から提供いただいた商品に対する口コミ

なのか、必ず分けて投稿していただいており、消費者の方がそれを一目で分かるような形で

表示をしております。こちらに関しては、御自身で購入した商品に対するものと、いただい

た商品に対するものは期待値も変わりますし、結果、評価にも影響が出てくるというふうに

考えておりますので、消費者の視点を基に、サービスの設計をしております。 

 続きまして３番ですが、全ての口コミに関しまして、通報ボタンを設置しております。ユ

ーザーさんが閲覧している中で、これは不正投稿じゃないか、ガイドライン違反じゃないか

というのを見つけたときには、こちらから運営側にご連絡をいただいて、随時対応を行って

おります。不正投稿に関しましても運営側の視点だけではなく、ユーザーさんの視点も踏ま

えた上で、運営を行っております。 

 ４番目が、携帯電話番号認証による個人認証の導入です。認証されている方の口コミに関

しましては、ここで掲げているような認証済みというマークが付くような形になっており

ます。 

続きまして、皆さんに投稿いただいた口コミを基に、ランキングを提供させていただいて

おりますが、こちらはそのロジックの部分の話になります。口コミランキングにつきまして

は単純計算ではなく、口コミの件数とおすすめ度がベースになりますが、プラスでメンバー

の信頼度を裏で測っておりますので、その信頼度によって、ランキングへの影響度が変わっ

てくるというようなロジックとなっております。さらに、独自の集計方法を採用しておりま

すので、公正なランキングを実現することができております。 

こちらがユーザーさん向けに注意喚起をしている内容ですが、口コミを投稿する際にこ

ういったところを注意してくださいという内容になります。先ほど申し上げたとおり、関係

性の明示は必ずしていただきたいという形でお願いしておりますので、購入品なのかモニ

タープレゼントなのかを必須項目として、こちらで選択してくださいというものです。 

 こちらの枠に記載しているモニターサービスについては私どもとしても課題として捉え



25 

ているものになりますが、実際にはモニターにもかかわらず、商品を提供されているにもか

かわらず、自身で購入したかのような形で投稿されるような内容です。具体的には、「お買

い物モニター」のような表現をされまして、消費者の方はいったん商品を購入し、後から代

金がキャッシュバックされるような形のものです。また、キャンペーンといういい方がされ、

例えば、3000 円ぐらいの商品が実質 100 円で購入ができるというようなものです。こちら

はどちらにおいても、私どもとしましてはモニターとして口コミを投稿いただきたいと考

えでいますが、購入品として口コミ投稿される場合がございますので、こういったところも

ユーザーさんには注意喚起としてお伝えしております。これに関しては、投稿監視の中でも

チェックしており、口コミのフラグを変更した上で、必ずユーザーさんに御連絡をして、私

たちのポリシーや考え方を、個別で必ず御連絡をして説明をさせていただき、御理解いただ

いた上でサービスをご利用いただいております。 

 続いて、こちらもユーザーさん向けの注意喚起になります。どういったものがガイドライ

ン違反に当たるのか、こちらで具体的な事案を出した上で注意喚起をしております。ユーザ

ーさんご自身が気付かないうちに、悪質な業者の指示によって誘導されてしまう、違反投稿

に該当してしまう可能性がございますので、そういったことがないように注意してくださ

いというような内容になっています。 

 続いてこちらがメーカーと販売関係者の方向けの注意喚起となっております。これも具

体的に、こういった内容が違反行為に当たりますので、ご注意くださいといった内容です。

次のページをお願いいたします。事案を六つ掲げておりますがこれはどれも実際にあった

事案になっておりまして、こういったことは NG、ポリシー違反ですという形でアナウンス

をしております。 

 続きまして、違反行為が発覚した場合に、どういった対応をしているかの御紹介となりま

す。不正行為が発覚した場合には、都度、投稿された口コミを削除したり、メンバー登録の

抹消をしたりしております。また、こちらでも記載しているとおり、違反業者に対しても注

意勧告をしたり、必要に応じて弊社の顧問弁護士とも相談した上で、しかるべき対応をして

おります。また、対象の商品がランキングに反映されないように、対応を行ったりもしてお

ります。 

ここまでが、サイト上でも公開させていただいている、私どもの取組内容になります。ここ 

からは非公開という形でお話をさせていただければと思います。 
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 法規制に関して、期待している部分に関しましては、各手法はサイクルが早く、いろんな

パターンが出てきますので、それに対応できるような法規制であるといいと考えておりま

す。また、守らない企業がいるということも、前提で考えるべきというふうにも思っていま

す。大半がしっかりやってくださっており、その中で一定数はあるかなと。リテラシーがま

だそこまで高くない企業さんであれば、啓蒙の必要性もあるかもしれないですし、分かって

いる企業もあるなというふうには思っていますのでそういったところに関しては、ペナル

ティーを含めて、何らか対応ができるような形が望ましいと思っています。あとは、バラン

スが難しいとは思いますが、ルールが厳し過ぎることで、情報発信自体が減ってしまわない

ような形になるといいなというふうにも思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私からの御説明に関しましては以上となります。ありがとうございました。 

 

〇中川座長 ありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。御質問

のある方は挙手機能でお知らせください。では、菊盛委員お願いいたします。 

 

〇菊盛委員 御報告ありがとうございます。大変分かりやすい説明で理解が促進されまし

た。１点ほど、それに関連しての質問があるんですけれども。５ページ目のところで、口コ

ミがモニターの場合と購入した口コミの場合で、表示を分けられているっていうのは分か

ったんですけれど、実際に口コミで書かれる内容というのは、どれぐらい変わるものなんで
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しょうか。 

 つまり、モニターの場合は、例えば、ポジティブな、褒めるような内容の口コミが基本的

には多くて、率直に使い心地が悪かったっていうような、そういった話は出にくくなるとい

うところなんでしょうか。 

 

〇株式会社アイスタイル モニターであっても、実際に使用した感想を正直に書いてくだ

さるユーザーさんも本当にたくさんいらっしゃいます。ただ、おっしゃるとおり、一部は高

評価しておくと、次にまたプレゼント当たりやすいみたいな感覚を持ってらっしゃるユー

ザーさん、消費者の方もいらっしゃるのかなというところはあります。 

 

〇菊盛委員 それと関連するんですけど、そうなると中間業者というのはモニターで口コ

ミを投稿してもらうよりも買って、購入口コミとして書いてもらった方が、都合が良いとい

うふうに考えられているということなんでしょうかね。 

 

〇株式会社アイスタイル そうですね。そういった形で誘導されている事案は見かけます。 

 

〇菊盛委員 どうもありがとうございました。 

 

〇中川座長 続いて、壇委員お願いいたします。 

 

〇壇委員 はい、ありがとうございました。非常に口コミ型に関して、突っ込んだ御報告を

いただいたのはこれが初めてですので、すごい参考になりました。その上でお伺いするんで

すが、口コミ型の場合は非常に外部から、それがステルスマーケティングかどうかが判断し

にくいというのが、我々が検討するときの課題でありまして。御社がどのような基準でステ

ルスマーケティングがどうかを判断しているのかというのと。 

 特によく某口コミサイトとかでは、中間業者の存在がすごくクローズアップされている

と思うんですが、中間業者が関与している場合かどうかというのを、どうやって判断される

のかなというのが、今後の法規制のどうやるかというのと関連してきますので、教えていた

だければと思います。 

 

〇株式会社アイスタイル はい。御質問ありがとうございます。まず１点目のどう判断して

るかに関しては、なかなかお話しできる部分は少なくなってしまう 

のですが、 

そ

ういったところを含め様々な観点で総合的に判断し、私どもの方では判定をしております。

これで大丈夫でしょうか。 
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〇壇委員 はい。 

 

〇株式会社アイスタイル   

 

 

 

 

 

 

 

〇壇委員 ついでにですが、これは外部から見づらいというのがすごくあると思うんです

よね。消費者庁が、これがステマだって判断しにくい要素があるかなと思うんですけども。

そういうものに対して、こういうステマ規制ができたときに、こういう事業者の方たちから

情報提供をいただけるかというのが、すごくポイントになってくると思うんですけども。そ

ういう取組に対しては何かやっていこうとか、そういうことはお考えですかね。 

 

〇株式会社アイスタイル もちろんです。ぜひ連携させていただければと思っております。

先ほど共有させていただいた内容等も含めて、ぜひ連携させていただければと考えており

ます。 

 

〇壇委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 では、続いて寺田委員お願いいたします。 

 

〇寺田委員 よろしくお願いします。JIPDEC の寺田と申します。口コミは事業的に規模の

大きなもので不正を行うというものもありますが、それ以上に一般の方々が薄く広くやっ

てしまっているっていうような部分も非常に多くて。そういったところを法規制するとい

うのはかなり難しいですし、下手に法規制すると結局は健全な口コミというか、そういった

世界というのを崩してしまいかねないというところがあると思っています。 

 そういった中で、御社が持っているノウハウというのは、当然、アイスタイルさんにとっ

ての重要なノウハウで、差別化の要因でもあるっていうとこはあるんですが、是非これを何

とか広げるような方法とかというのも考えられないのかなあと考えています。 

 例えば、これは事業ではなく機能そのものの話なので、団体を作るとかというのは多分、

難しくて、あまり現実的ではないような気がするんですが。口コミを採用しているような事

業者さん同士での横の連絡会で、例えば、中間事業者はこういったところがまずいよとかっ

ていう情報を共有したりとか、お互いに口コミのそういったノウハウみたいなものを、自主
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規制であったりとか共同規制的なものとして考えていくというような、そういった考え方

っていうのはあるのでしょうか。 

 恐らくこういったところというのは、事業者さんが自ら動かないと厳しい法規制みたい

なものになって、正直者がばかを見るみたいな、そういったことにもなりかねないところだ

と思っていますので。そういった事業者さん同士での横串の考え方みたいなものというの

は、何か考えていらっしゃいますでしょうか。 

 

〇株式会社アイスタイル 御質問ありがとうございます。まさに私どもも弊社内でそうい

った横連携をどうしていくべきなのかというのを議論しているところでもありまして、そ

ういったところは、できれば今後積極的に取り組んでいきたいなというふうにも思ってお

ります。 

 

〇寺田委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 では続きまして、片岡委員お願いいたします。 

 

〇片岡委員 新経済連盟の片岡です。ご説明ありがとうございます。お話を聞いていまして

一つ気になったのが、要するにアットコスメで行われるようなステマの悪さというか、問題

性がどこにあるのかなと考えたときに、一番のポイントになるのは購入したかのように見

えているけれど、実際は購入していなかったり、経済的負担がゼロあるいはゼロに近いもの

になっていたりする、購入者かのようにして口コミが投稿されてしまうというところに、問

題性があるのかなと思って聞いていました。 

 そこに加えて、事業者から広告主、あるいは広告主と提携している中間事業者から、口コ

ミの中身にまで踏み込んだような指示あるいは誘導とかがなされると、更に悪質性が増す

のかなという感じがしていまして。そういった考え方で取り組んでいらっしゃるかという

確認をしたいのが一つ。 

 あと、そうはいっても、口コミはできるだけ多くの方に投稿していただいた方が、いろん

な情報が得られるのではと思います。ネガティブの体験は口に出しやすいけれど、ポジティ

ブな体験を書いてもらうのは結構、苦労したりするものなので。口コミのプラットフォーム

としては、投稿自体には何かインセンティブを付けてあげたいという気持ちが、生じること

があると思うんですね。例えば特定のどこの何の商品にではなくて、投稿してくれたらポイ

ントがプラットフォームからもらえますとか。あるいは、投稿をいっぱいするとステータス

が上がっていきますみたいなものがあると思うんですけど。そことステマとの区別につい

て、どのようにお考えでいらっしゃるか伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〇株式会社アイスタイル 御質問ありがとうございます。１点目に関しましては、御認識ど
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おりかなと思っております。購入したかどうかっていうところで虚偽投稿でもそうですし、

中間業者から誘導されて投稿内容の指示等、ポジティブはいいけれど、ネガティブな内容は

書かないでくださいというような指示等は、よろしくないというふうに思っております。 

 ２点目のところですね。インセンティブのところですよね。 

 

アットコスメショッピ

ングという EC サイトや@cosmestore という店舗を私どもは運営しておりますので、そこで

購入してくれてありがとうっていうような立て付け、活性化の観点で、やらせてもらってお

ります。何か補足ありますか。 

 

〇株式会社アイスタイル 今、金野と同席しています濱田と申します。アットコスメの事業

全体を今は見させていただいております。まさに御質問いただいたとおり、ピュアな生の声

がたまることが本来の口コミの価値かと思っており、そこにある意味ステルス的に分から

ないような形で、口コミを発生させようというメカニズムがここ最近は増えているなと思

います。ただ、おっしゃっていただいたように、規制をすればするほど場所が寂しい場所に

なっていきますので、ある意味ポイントというような形での活性化と、投稿内容に問題がな

いかどうかというのは金野がお話しさせていただいたとおり、投稿監視をさせていただく

方法をとっております。 

 もう一つ、説明の中では軽く流させていただきましたが、ユーザーさんがこの投稿はおか

しいのではないかという通報ができる機能を充実させております。なので、運営側サイドの

視点だけではなく、利用者からも通報いただき両軸の視点をもって運営を行っております。 

もう一つ、 

広告主さんから、実はこういう情報が出回っているけど大丈夫かということ

を御連絡いただけるような関係も築いてきました。なので、そういう様々なプレーヤーの方

たちの協力体制によって、口コミを自然発生できるようにするか、できるかどうかが私たち

の力の見せどころかなというのがこれまでにずっとやってきたところですので、その工夫

がいろんな形で今はここにつながっていると思います。 

 私が一言だけお話しさせていただきたいのは、こういったイタチごっこが二十数年、続い

ております。何か情報を出せば、裏に工夫をしてくるというのが、中間業者の得意なところ

だったりもしますので、先ほどお話がありましたが、正直者がばかを見るという環境になり

つつあるかもと思ったりする部分がありますので、その辺が規制によって、二極化が加速し

ないようにしたいなというのが、私たちの切なる思いでもあったりします。 

 

〇片岡委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 ありがとうございました。では、山本委員お願いいたします。 
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〇山本委員 WOMJ の山本です。よろしくお願いします。二つほどあるんですけれども。一

つ目、購入品かモニタープレゼントかっていうところのチェックのところがあったと思い

ますけれど、これは広告主側から投稿することの依頼があろうがなかろうがそんなことは

関係なくって、モニターだったらモニターとして投稿者がチェックしろよっていう、そうい

う仕組みのルールだと理解していいんでしょうか。 

 

〇株式会社アイスタイル はい。 

 

〇山本委員 その確認でした。もう一つ、さっきの濱田さんのお答えともかぶるかもしれな

いんですけれども。企業とか中間事業者が何らか関与しているかどうかというのは、ある程

度の疑いまでは、いろんなノウハウとか今までの経験から見受けられるかなとも思うんで

すけども。決定的なところって、何か尻尾をつかむといいますか、証拠でもない限り、なか

なか難しいとは思っています。通報制度とか、あと実際問題、こういう業者はこういう企画

書で販売してるよみたいなそんな、あるいはうちが実はやっていたみたいな内部告発的な

ものとかって、結構、来たりするものなのでしょうか。お答えできる範囲で構いませんので

教えてください。 

 

〇株式会社アイスタイル 通報に関しましては、ユーザーさんからいただくことはござい 

ます。先ほどもお伝えしたとおり、 

 

ユーザーさんがそういった形で運営に協力していただくと

いうことは多々ございます。 

 あとは、先ほども濱田の方からも申し上げたとおり、メーカーさんから情報提供をいただ

くという場合もありますが、そんなに多くはなくユーザーさんからいただくような形のパ

ターンのほうが多いかと思っています。 

 

〇山本委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、株式会社アイスタイ

ル様、誠にありがとうございました。いただいた情報を参考に検討を進めて参ります。では、

ご退出をお願いいたします。ありがとうございました。 

 

〇株式会社アイスタイル ありがとうございました。 

 

〇中川座長 ありがとうございました。それでは、５分ほど休憩を取らせていただきます。
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17時から再開ですかね。６分になりますか、17時から再開でお願いいたします。 

（休憩） 

 

〇中川座長 それでは、再開したいと思います。大丈夫ですか。それでは、続いて Bytedance

株式会社様からの御説明をお願いいたします。15 分程度でお願いできればと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

〇Bytedance株式会社 よろしくお願いします。私、Bytedance 株式会社公共政策本部にて

マネージャーをしております竹中と申します。本日は説明の機会をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。本日の説明に当たりましては、会議の趣旨にのっとりまして、我々の

表示に対する自主的な取組と、あとは年初にお騒がせいたしました報道の件に関しまして、

顛末について説明を差し上げたいというふうに考えております。 

 まず、弊社の提供するサービスでございます TikTokについて、簡単に説明したいと思い

ます。我々が提供しております TikTok は現在、150 以上の国と地域でご利用いただいてい

るサービスでございまして、動画の投稿側も視聴側も無料で楽しんでいただくことができ

るサービスでございます。日本におきましても 2017 年にサービスを開始して以降、多くの

かたがたにご利用いただいておりまして、近年は若年層だけではなく幅広い世代にユーザ

ー層が拡大するとともに、投稿される動画も観光や教育、ライフスタイルなどといったさま

ざまなジャンルに拡大しているところでございます。 

 このような中で、中央省庁や地方自治体とも連携し、人権啓発やコロナ対策等に関する政

策発信や、地域の魅力発信を通じた地方創生への貢献などの取り組みを進めているところ

でございます。このように近年のユーザー数、ユーザー層の拡大に伴いまして、地域の中小

企業も含め、自社の知名度向上に向けて、TikTok を活用したいといった御要望も多くいた

だいているところでございます。我々としましても、日本の中小企業等の知名度向上や、販

路拡大ひいては雇用確保などの課題にも貢献できますよう、事業者向けの各サービスや機

能を提供することとしております。これを TikTok for Businessというふうに申しまして、

後ほど説明したいと思います。 

 こうしたサービスの提供により、地域の中小企業や個人のクリエイターの方、クリエイタ

ーエコノミーの活性化と同時に、ユーザーにとっては財・サービスの選択肢の増加を通じた

好循環の拡大に、今後も貢献していきたいというふうに考えております。同時に、我々は消

費者保護も重要なミッションの一つと考えております。このため、TikTok 上の各種機能や

サービスを拡充することと併せまして、マーケットの健全化への貢献や各国地域の法令等

を順守するためガイドラインの整備・見直しなど、安全で透明性の高いサービスをご提供し

続けるべく、不断の取組を進めているところでございます。 

 具体的に説明の方に移りたいと思います。現在、TikTok 上で投稿・配信される動画のう

ち、今回のテーマに関係する動画は２種類に分類されるかと思います。まず一つ目は、
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TikTok を通じて自社の製品やサービス等の認知度向上を図る事業者。広告主様が、弊社が

提供する TikTok for Businessという広告配信機能を通じて有償で配信していただく、宣

伝のための広告動画でございます。 

 こちらは TikTok for Businessを通じて、広告を配信されている地域の事業者様の事例

でございます。こうしたタイプの動画の具体的な配信方式といたしましては、例えばアプリ

を起動されたときの配信であるとか、一般の方が投稿される動画の合間における配信など

がございます。事業者さまが TikTok for Business を通じて動画を投稿される場合、広告主

と弊社との間で契約を行い、TikTok 上で広告のための動画を配信することといたしており

ます。 

 TikTok for Businessを通じて配信される広告動画の内容に関しましては、広告動画の審

査基準となる広告ポリシーを定めておりまして、公表しているところでございます。我々は

こちらに基づいて厳格に審査を行った上で、TikTok 上での広告配信を許可することといた

しております。 

 広告ポリシーにおきましては、広告動画と広告をクリックしたユーザーが到達する先に

ある、ランディングページの一貫性に関する要求などの他、特定の産業や製品について、グ

ローバルでの統一基準に加えまして、国・地域ごとの法律や慣習に基づいて禁止しているも

のがございます。例えば、成人向けのコンテンツやギャンブル、薬物、武器等についてはグ

ローバル共通で禁止しており、国や地域によってはアルコールや特定の金融商品、医療サー

ビスを宣伝するような動画を禁止しているところでございます。 

 TikTok for Businessを通じた広告動画における表示に関しましては、我々のシステム上

は必ずグレーに白抜きで、こちらに表示しておりますとおり、広告といった文字でマークを

付与することとしておりまして、動画の左下に表示することとしております。広告主様は広

告マーク、このマークの表示場所や表示方法を自由に変更することはできません。また、広

告マークの表示場所や表示方法は、ハッシュタグや楽曲のタイトル名など、他の項目の表示

に影響されることもありません。我々としましても、健全なマーケットへの貢献をしていく

ために、広告表示の明記が必要であるというふうに考えておりまして、広告主の方々にも必

要性について御理解いただけるよう、これまでに努めてまいったところであります。結果と

して、広告主におかれましても、我々のサービスである TikTok for Business を通じて有償

で配信する広告動画については、広告表示は必ず明記することに御理解をいただけている

といった状況であると認識をしております。 

 これまでは我々のサービス TikTok for Businessを通じて、事業者が有償で配信される

動画に関しての説明でございましたが、ここからは事業者などから価値のあるものを受け

取って、クリエイターの方が事業者等の商品・サービスを宣伝するために投稿する動画につ

いての、我々の取組についての説明となります。我々はクリエイターが自らのアカウントで

配信する、このような動画のことをブランドコンテンツと呼んでおりまして、一般の動画、

オーガニック動画と言いますけど、それとは呼び分けております。そして、クリエイターの
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か方々、ブランドコンテンツを配信される際に順守すべきルールとして、ブランドコンテン

ツポリシーといったガイドラインを定めており、ウェブ上に公表しているところでござい

ます。クリエイターの方がブランドコンテンツを配信される場合には、このポリシーに従う

義務があります。 

 ブランドコンテンツポリシーでは、先ほど説明しました TikTok for Businessにおける

広告ポリシーと同様に、グローバルの統一基準に加え、国・地域ごとの法律監修に基づいて、

禁止する特定の産業・製品を明示しているところでございます。この表示に関しましては、

クリエイターがブランドコンテンツを投稿する際にトグルという一種の設定、ボタンなん

ですけれど、設定を有効にすることを義務づけることで、第三者にとっても当該動画がブラ

ンドコンテンツであるということが理解できるように表示を促すための取組を、我々はこ

れまでに進めてきたところであります。具体的には、TikTokではトグルを設定することで、

ハッシュタグアドといった文字が、その他のハッシュタグの冒頭に表示されることで、当該

動画がブランドコンテンツあることを、一般の方が理解できるといったような仕様を設け

ていたところであります。 

 他方で、これまでこうした取り組みでは、他のハッシュタグとの並びで見えづらいとか、

ハッシュタグアドといったものが、日本語で何を表現するのか理解しづらいといったご指

摘をいただくことがございました。このため、本年４月に TikTok上での仕様の変更を行い

まして、クリエイターの方がトグルの設定を行った場合には片仮名で、こちらに映していた

だいておりますように、プロモーションというふうに自動的に表示されるようにいたしま

した。 

 今回の仕様変更によりまして、クリエイターの方は、プロモーションという表示の場所や

方法を自由に変更することができず、またそれらがハッシュタグや音楽メディアの他の表

示に影響されることもありません。なお、我々はクリエイターの方々に対しまして、ブラン

ドコンテンツを投稿する際には、ブランドコンテンツポリシーを順守することを義務付け

ておりまして、仮にクリエイターの方がブランドコンテンツポリシーに違反したことが判

明した場合には、我々は当該コンテンツの削除や、その他罰則を適用することができるとい

うふうにしております。 

 このように我々は消費者との良好なコミュニケーションや、国・地域ごとの法令順守とい

ったものを心掛けまして、マーケットの健全化に資する取組に努めてきたところではござ

いますが、広告の透明性を高めるためのさらなる取組といたしまして、このたび新たな機能

として、「この広告について」といったものを追加することにいたしました。 

 この新しい機能、「広告について」は、ユーザーが広告の表示された理由などを知ること

ができる仕組みでございます。具体的には、TikTok 上における広告動画の右下にある共有

といったメニューであるとか、もしくは広告動画そのものを長押しすることで、当該広告動

画がユーザーに表示された理由が説明されます。そして、広告を配信するために使用した要

素、年齢であるとかそういったものを確認することができます。ユーザーは「この広告につ
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いて」のページから広告のパーソナライズの設定にアクセスして、簡単に広告についての設

定を変更することができるようになっております。 

 「この広告について」は現在、日本も含めまして、グローバルで利用可能な機能となって

おります。私たちはユーザーとブランドの両方にとって、豊かな広告体験の実現に努めてお

りまして、今後数か月の間に「この広告について」において、更なる機能拡充を図りたいと

思っています。例えば、広告主を開示したり、ユーザーが広告体験をコントロールできるオ

プションを増やしたりするなど、更なる機能追加していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 それでは、説明後半に参りまして、我々自身の広告活動に関する取組といったことで、本

年、年明けにお騒がせした件に関して、説明を差し上げたいと思います。本件は本年の年初

の１月頃ですかね。当社の従業員がインフルエンサーらに対して一定の対価をお支払いし

て、TikTok 上のコンテンツを第三者の媒体に投稿することを求める施策を実施していた、

といった報道がなされたことによるものでございます。この報道を受けまして、弊社は日本

におけるインターネット広告関係事業者としまして、着実に法的・社会的責任を果たす観点

から、実効性ある再発防止改善策を講じるために、2022 年、本年の２月以降、社内での聞

き取り調査などを含む本施策に対する調査を実施しまして、要因について分析を行いまし

た。調査の結果、本件に関しましては担当事業部の従業員が、日本において TikTok上のコ

ンテンツをより多くの方々に認知していただくことを目的として、インフルエンサーとの

間で具体的な広告の実施方法を定めた契約を締結しており、2020 年の秋頃から、当該従業

員が本インフルエンサーらに対して、コンテンツの閲覧者に TikTokのインストールを促す

行為の依頼などを行っていたことが確認されております。 

 こういった事態が生じた原因といたしまして、まず消費者を対象とするマーケティング、

販売促進、広告宣伝活動等に関する表示義務に対する当社の管理体制の欠如。二つ目に、広

告等を巡る経済的関係性のイメージに関する表示義務についての、本インフルエンサーら

に対する不十分な周知徹底。三つ目に、広告規制等に関する従業員教育の不徹底。四つ目に、

業界による取り組みへの参画の不足があったと考えております。このため弊社といたしま

しては、これらの原因に対処する再発防止策を講じ、広告事業を改善することで、日本にお

けるインターネット広告関係事業者として、着実に法的社会的責任を果たすべく、今後、四

つの方面で対策を講じて参りたいと考えております。 

 こちら今、スライドで表示させていただいているとおりでございますけれども。まず一つ

目に、管理体制の強化といたしまして、本件は現場の担当者が、上長以外のチェックを受け

ることなく案件を実施した点に、管理態勢上の最大の問題点があるというふうに考えてお

ります。従いまして、現在はフラットな組織体制から組織を階層化することにより、プロジ

ェクト申請や予算申請プロセスなどを刷新し、複数名の承認体制や部をまたいだクロスで

の監督承認が行き届いたプロセスを、組織内で構築することとしております。 

 二つ目に、社内におけるコンテンツ投稿ガイドラインの策定でございます。先ほどブラン
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ドコンテンツに関するところで御説明しましたとおり、TikTok のプラットフォーム上での

広告等の表示に係るガイドラインは策定済みであり、公表もしているところでございます。

これに加えまして、我々弊社が、第三者が運営するプラットフォーム上に広告を投稿する場

合において、自らが投稿する場合には広告表示を行うことを必要条件とするとともに、クリ

エイター等に投稿を依頼する場合には、契約を通じて広告表示を義務付けることとしてお

ります。 

 三つ目に、従業員研修の実施ということでございまして。弊社内の従業員に対して、広告

手法に関する法的・政策的問題についての研修を、定期的に今後は実施することとしており

ます。最後に、業界団体による広告事業の改善に向けた取組への参画ということでございま

して、広告協会の関連団体の取組への参加を強化していくとともに、当社の本施策を巡る再

発防止策やそれに関する検討、業界におけるベストプラクティスとして情報の発信や共有

をしていくこととしています。 

 以上でございますけれど、最後に少しだけお時間をいただきまして、事前に委員の方々か

ら御質問いただいた内容がございますので、回答をさせていただきたいと思います。四つほ

どございます。一つは、検索すると不正レビュー募集の投稿が散見されますが、このような

状態が存在することをどのように考えていますかという御質問いただきました。我々は弊

社のサービス規約において公表しておりますとおり、フェイクレビューの書き込みや勧誘

を行うなどの投稿を認めておりません。仮にそのような投稿がある場合には、弊社にて削除

対応を行うこととしておりますが、別途ユーザーからの通報を受けて削除を行うこともご

ざいます。次にステマか否かをどのように検知されていますかという御質問をいただきま

した。これに関しまして、TikTok for Businessを通じた動画には必ず広告表示を行うので、

ステマはないのかなというふうに思います。一方で、ブランドコンテンツにおきましては、

基本的にはクリエイターにトグルを自主的に設定いただくことで、回避するものとしてお

ります。同時に、弊社内の審査部門の審査を通じて、キーワード検索等を行うことによって、

ステマの可能性があると思われる動画が発見された場合には、削除対応を行うこととして

おります。 

 あと三つほどですね。ステマ規制の導入に賛成でしょうかとの御質問いただきました。規

制の内容に関しては、必ずしも明らかではございませんけれど、我々としましては規制の有

無に関わらず、弊社としてガイドラインに沿って健全なサービスの提供に、最大限努めてい

るところでございます。また、現在までのところ、ユーザーの大層には健全にサービスをご

利用いただいているものと認識しておりますが、仮に今後、何らかの規制の導入を検討され

る場合には、地域の中小企業や個人のクリエイターエコノミーの活性化と、消費者にとって

財・サービスの選択肢の拡大といった好循環を妨げず、ユーザーの表現の自由にも配慮いた

だきまして、萎縮効果をもたらせないよう、慎重に検討いただくことを希望いたします。 

 あと二つですね。ステルスマーケティングが疑われる投稿を行政から指摘された場合、削

除対応等はしていますか。今後、行政との協力関係を築くことできますか、との御質問いた
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だきました。現時点では行政からステルスマーケティングの疑いがあるとのご指摘をいた

だいたことはないというふうに認識しておりますが、今後、協力に向けて、我々でできるこ

とは対応させていただきたいというふうに考えております。 

 最後に、ステマの定義をどう考えていますかという御質問いただきました。ステマの定義

について、私の方から申し上げることは、立場上お控えしたいというふうに考えております

けれども。我々としましては、市場の健全性を損なう可能性のあるものについては、未然に

防ぐための努力を適切に行う必要があるというふうに考えております。従いまして、未然に

防ぐべきものとして、広告主がクリエイターに価値のあるものを提供し、クリエイターが広

告主の財・サービスを宣伝する動画を投稿される場合には、消費者に対して明確に表示する

必要があるものと考えておりまして、これによる消費者被害を防止する観点から、ガイドラ

インを整備し、公表しているところでございます。 

 申し訳ありません。時間を超過いたしましたけれど、以上をもちまして弊社からの説明と

いたします。ありがとうございました。 

 

〇中川座長 どうもありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。

質問機能を使って発言のご希望をお知らせください。それでは、片岡委員お願いいたします。 

 

〇片岡委員 新経済連盟の片岡です。御説明ありがとうございます。御説明いただいた中で、

ブランドコンテンツについて少しお伺いしたいのですが。こちらはクリエイターの方がト

グルを設定することで表示されるということでしたけれど、これは特に制限なく、ユーザー

であれば誰でも投稿する方は使えるのかというのが一つ。そうした場合、プロモーションの

表示はされているけれど、メーカー側あるいはブランド側が、それを認識していないという

こともあると思います。例えばブランド側から、このプロモーションの動画は認識していな

くて、記載が問題だから消してほしいといったような依頼があった場合には、削除対応がな

されるものなのでしょうか。 

 あともう一つが、もし御存じでしたらでいいのですが、海外、特に欧米において、ステマ

に関する削除要請とか、そういうものに対する基準とか方針とかがあれば教えていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〇Bytedance 株式会社 ありがとうございます。ブランドコンテンツのトグルに関しては、

基本的にはユーザーの方は設定いただくことができます。御質問を私が勘違いしていたら

御指摘いただきたいんですけど、ブランド側が認識していないことがあるんではないかと。

ブランドから削除対応があったときに、それに答えることがあるのかということなんです

けど、我々の方には削除要請っていうのはこないと認識していまして。仮にクリエイターの

方に削除要請がいって、クリエイターの方が削除をする話は、機能上はあり得るのかなとい

うふうに思っています。最後、欧米におけるステマの削除要請のところは、私は把握してお
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りませんので、申し訳ありません。 

 

〇片岡委員 分かりました、ありがとうございます。 

 

〇中川座長 では、渡辺委員お願いいたします。 

 

〇渡辺委員 私もブランドコンテンツポリシーに関する話を伺いたいんですけれども。ス

テマをもしやっていると、ブランドコンテンツポリシー違反ということになるのかなと思

うんですけれども。ブランドコンテンツポリシーの違反の件数とか違反の傾向みたいなの

がどれぐらい、例えば日本でどれぐらいの違反の件数があって、どういうタイプのもので、

どういう違反があるのかというのを、問題ない範囲で教えていただけると幸いだなと思い

ました。 

 あと、もう１個、伺いたいのは、違反した場合、どういう具体的なペナルティーがあるの

か。違反した際にアカウントが停止になるのか何か分かりませんけれど、御社のほうでとら

れているペナルティーというのがあるのであれば、御教示いただければと思います。 

 

〇Bytedance 株式会社 御質問ありがとうございます。ブランドコンテンツの違反の傾向、

まず件数に関しましては申し訳ありません。現在、我々も四半期ごとに、我々のいろんな内

部の状況の透明性レポートということで御報告をしておりまして、その中で広告の削除件

数といったものを公表しております。それによると、今年の第１四半期、世界中でなんです

けど、世界中で 1400 万件（※コミュニティガイドライン実施レポートに基づき、約１億１

千万件に訂正）の動画が削除されています。これの原因というか要因が、ブランドコンテン

ツに限るものではないんですけれど、世界全体でそういった数の動画が削除されていると

いうふうにご認識いただければと思います。 

 そういったブランドコンテンツに違反する傾向といたしましては、私も審査の状況が具

体的に認識しているところではないんですけれど、これは明らかにそうだよねといったも

のは、審査の中で審査しているというふうに聞いていまして。その上で違反をしてしまった

場合に、アカウントが停止されるのかということなんですけど、回答としては Yesでして。

かつては、動画ごとに削除対応するということだったんですけれど、あまりに悪質なアカウ

ントがある場合にはアカウントごと削除するといったところまで、今は踏み込んでやって

いるところでございます。申し訳ありません。少し明確な回答になっていないかもしれませ

んけども。 

 

〇Bytedance株式会社 その点、補足させていただきますと、ポリシー自体には動画の削除。

プラスその他の制限を課す場合がありますということなので、基本的なスタンスとしては

動画の削除対応を行うということになります。ただ、実際にどれぐらい悪質なケースがあり、
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それらについて削除以外の対応したのかというのは、確認したことがないので。必要であれ

ば内部で確認いたします。 

〇中川座長 よろしいでしょうか。では、山本委員お願いいたします。 

 

〇山本委員 WOM マーケティング協議会の山本です。よろしくお願いいたします。 

 

〇Bytedance株式会社 ありがとうございます。 

 

〇山本委員 ブランドコンテンツトグルのことについてお伺いしたいんですけれども。こ

の機能っていうのは、今現在、TikTok クリエイター、インフルエンサーの方々及び広告主

である企業の方々に、どのぐらい認知されているものなのかっていうことが聞きたいなっ

ていうのが一つと。正確な数字が分からなければ肌感覚でも構いません。 

 あと、コンテンツトグルを使う場合なんですけれど、例えば企業さんから何かしらの商品

を無償で提供されましたと。ただ、投稿してくださいって依頼がない場合もあるっていうの

があるんですけれども。ただもらったよっていうときには、これはブランドコンテンツに当

たるものというふうに TikTokでは考えているのでしょうか、どうなんでしょうかというの

が二つ目の質問になります。 

 

〇Bytedance株式会社 ありがとうございます。トグルに関する認知度合いは、申し訳あり

ません、これは明確にアンケートなどを採っているものではございませんので、非常に感覚

的なものになりますけど、比較的、認知はされているものと認識しております。 

 本当にトピック的なお話で申し訳ないんですけど、若い方は結構、いろんなブログとかを

見て、どうすれば自分をバズらせることができるのかというところに関心があるというこ

とでございまして。ザッピングしていると、トグルの本来の使い方とは違う。要は、トグル

を付けて、昔のアドだったんですけど、アドを付けるとバズるといったような、そういった

現実もあったりしてですね。そういった使い方を教える方もいたので、若い方の間では、そ

ういった意味ではある程度認知は高まって。それが正しく認知されているかどうか別なん

ですけど、ある程度、認知はされているんではないかなというふうに認識しております。も

うちょっとクリエイターの方々へ認知度を高めていく努力は必要だなというところでは、

正直あります。一方で、無償で提供してくれた場合にそれをどうするのかというところは、

ここは明確には申し上げられません。 

 

〇Bytedance 株式会社 その点もブランドコンテンツポリシーに定義が記載されていまし

て、ブランドコンテンツポリシー上は、ブランドコンテンツとは商品やサービスを宣伝する

コンテンツであって、お客さまがお客さまの投稿と引き換えにブランドなどの第三者から

価値ある物を受け取る、既に受け取っている場合も含みますということ、又は法律や規制を
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順守するために開示が必要な場合としています。先ほどおっしゃっていた無償で受け取っ

ていた場合も、物を受け取っているので価値ある物を受け取ることに該当するため、トグル

をオンにしていただく必要があるという整理になります。 

 

〇山本委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 よろしいでしょうか。では、次は福永委員お願いします。 

 

〇福永委員 貴重なお話ありがとうございました。私もブランドコンテンツについてなん

ですけれど、これはどのタイミングでユーザーというか、利用者に表示されるのかというこ

とと。これについては、先ほどおっしゃった「この広告について」というのを新しく設定し

たというお話でしたが、対象外になるということだとした場合に、例えば、見たくないとか、

そういう選択ができるような機能とかがあったりするのでしょうか。よろしくお願いいた

します。 

 

〇Bytedance株式会社 ありがとうございます。ブランドコンテンツは、TikTokは動画を流

しながら見ていただくんですけど、その中にブランドコンテンツの動画が表示されること

があります。そのときに発信されるクリエイターの方が、これはブランドコンテンツですよ

というふうにトグルを設定する場合は、ユーザーの方はこれがブランドコンテンツなんだ

というふうにご理解いただける仕様になっております。 

 

〇福永委員 例えば「広告について」っていうところの、新しく設定なさったというような

ところだと、ひょっとしたらこういうのは見たくないという広告の設定などにつながって

いくのかなと思ったんですけれども。ブランドコンテンツはその対象にはならないという

ことなんですが。広告表示、非表示とかで、ブランドコンテンツを見たくないという選択が

できたりするのでしょうか。 

 

〇Bytedance株式会社 「この広告について」という新しい機能の対象には、ブランドコン

テンツは今のところなっていないです。 

 

〇福永委員 とにかく配信されたら、利用者はそれを受け入れるしかないということです

よね。 

 

〇Bytedance株式会社 ただ、その場合は流していただくことができますので。 

 

〇福永委員 そうですよね。分かりました。それともう一つ。ハッシュタグの内容も、チェ



42 

ックはしてらっしゃるのでしょうか。 

 

〇Bytedance株式会社 ハッシュタグの内容といいますと、例えばどういう。 

 

〇福永委員 それぞれ結構、いっぱい皆さんが付けるかと思うんですけれど、そういった内

容も何か不正なものがないかとか全てチェックしているのですね。 

 

〇Bytedance株式会社 おっしゃるとおりだと思います。不正なものであるとか、例えば青

少年の健全な育成に反するようなワーディングが含まれる場合には、対象になる可能性が

あると。 

 

〇Bytedance 株式会社 そうですね。その点は TikTok にはコミュニティガイドライン、そ

の他色々な規約がありますので。コンテンツそのものと同じように、そういった規約類に違

反していないかどうかというところで、ハッシュタグの文言も審査対象にはなっています。 

 

〇福永委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

〇中川座長 では、寺田委員お願いします。 

 

〇寺田委員 よろしくお願いします。JIPDEC の寺田と申します。ステルスマーケティング

の多くは、わざわざブランドコンテンツですと言って、トグルをオンにするとかっていうこ

とはせずにするものが、ほとんどステルスマーケティングになるんだと思っているんです

が。 

 一つ目が、先ほど全世界では 1400 万ぐらいの削除をしていますという中に、ステルスマ

ーケティングと思われるものがどれぐらい含まれているかといった、そういった割合みた

いなものは公表されてましたでしょうか。ほとんどが多分、違法・有害とかフェイクニュー

スっていうことで削除されているんだと思うんですけども。その中にステルスマーケティ

ングというのは、割合とかというのは特に公表はされていないと考えていいですか。という

のが１点目。 

 二つ目が、こういった SNS とか動画共有コンテンツっていうのは、現時点では単なる場の

提供というものではなくて、SNS 上で発信される情報についても一定の責任が、場を提供し

てらっしゃる Bytedance さんにも存在するんだというのが、最近の潮流だと思うんですけ

れども。フェイクニュースとか違法・有害情報等とステルスマーケティングって実は類似し

たタイプのもので、メディアとしては許してはいけないタイプのものだというふうに思っ

ています。 

 ですので、例えばこういった広告の枠以外のところで、こういった行動を行うということ
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に対しての自主規制であったりとか、そういったものを作られたりとかっていうのはして

らっしゃるのでしょうか。あるいは、そういったものに関して、これって多分、全世界的に

いろんなところで法律があって、規制が掛かっているところっていうのもあると思うんで

すが、そういったものを日本でも採用しているとかっていうことはあるんでしょうか。以上

になります。 

 

〇Bytedance 株式会社 ありがとうございます。まず一つ目の、削除している動画のうち、

ステマの割合を公表しているかということなんですけれど、申し訳ありません、現時点では

公表しておりません。というのが一つ目の御質問対する回答でございます。 

 二つ目でございまして、有償、広告以外でのブランドコンテンツみたいなものに対する、

自主規制を行っているのかと。あとは世界の法的枠組みなどを取り込んでいるのかといっ

たようなお話かなというふうに、２点目を認識しておりますけれども。広告以外のブランド

コンテンツみたいなものに対する自主規制に関しましては、我々といたしましても、説明を

差し上げましたように、ガイドラインを自分たちで作るということと併せて、業界団体のほ

うにいくつか加盟させていただいておりまして、業界団体の中で我々としても取組を図っ

ているというところでございます。 

 あとは、世界の枠組みということなんですけれど、基本的には我々のガイドライン、先ほ

どご説明したような TikTok for Businessであるとかブランドコンテンツのガイドライン

自体は、グローバル全体で各国の法律や慣習といったものに従って、ハーモナイズさせた状

態で作っているということでございますので。ある程度、世界の枠組みというか潮流という

のはとらえた上で、設定しているものというふうに認識しております。 

 

〇Bytedance株式会社 その点、私が日頃日本サイドから関わっている問題になりますが通

常の流れとしては、EU やアメリカからの要請で、こういう法規制ができたから、こういう

ルールを策定したい、ということでその他の国のリーガル担当にレビュー依頼がきます。基

本的にはグローバルで共通したポリシーとなるので、法規制の厳しい EUやアメリカから発

信することが多いです。そのグローバルポリシーの完成形の一つが、今、説明してきたブラ

ンドコンテンツポリシーとなります。それもかなりの頻度で改定に改定を重ねているとこ

ろでして、我々としても、今、法規制自体が確立していないので、それを追いかけているっ

ていうところです。 

 

〇寺田委員 分かりました、ありがとうございます。気にしているのが、ブランドコンテン

ツにみんなが、ステルスマーケティングの人もそちらのほうに行ってくれたらいいんです

けど、ステルスマーケティングというのはそちらに行かずにやってしまうので、そういった

ところに対する自主規制的なものとか取組とか、どの程度されているのかが、今回は御説明

が余りなかったので、もしその辺、よりそういったところに対するお考えとかっていうのが
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あれば、今、この時点では御用意できてないと思いますので、また別途そういったところも

教えていただければいいのかなと思っています。以上になります。 

〇Bytedance株式会社 そうですね。まさにポリシーの実効性の問題はすごく重要だと思う

ので、もしかしたら EU、USで進んでいるところもあるかもしれないので、確認させていた

だきます。 

 

〇中川座長 山本委員、お願いします。 

 

〇山本委員 すいません、追加でもう一つだけ。Bytedanceさん、TikTokに関していうと、

他のプラットフォームよりもユーザーの年齢層やや低めなのかなというふうに思っており

ますけれども。特にこの手のポリシーの話って、なかなか理解されづらいところもあるのか

なとか思ったりもするんですが、そういった若いユーザー向けに、特にこういったステマの

こととか、使い方とかを教育するとか、お伝えするようなことって何かされていますでしょ

うか。 

 

〇Bytedance株式会社 今後の努力課題かなというふうに認識しております。 

 

〇Bytedance 株式会社 基本的にはユーザーの年齢層っていうのは公開している情報では

ないので。確かに実態として、肌感覚で若い人が多そうということあるんですけれど、そこ

をオフィシャルな立場として、何か積極的に今まで活動していたかというと、そこは認識は

しておりません。 

 

〇中川座長 ありがとうございました。大分予定した時間を過ぎているんですが、ちょっと

だけ確認させてください。先ほど寺田委員ですか、御質問があったんですけども。ブランド

コンテンツのはずなんだけど、オーガニックコンテンツで表示しているものはステルスだ

と思うんですが。それはブランドコンテンツポリシーに反していると思うんですけど、それ

についてはそういうものがないかを審査して、審査で発見次第、削除するっていうことはし

ているのか、していないのか。お話を聞きながらよく分からなかったんですけど、その点の

確認を。 

 もう一点ですが、不正レビューの募集が TikTok上に見られると指摘があって、それはユ

ーザーから指摘があったら削除するというふうにおっしゃったように思うんですけども。

これは例えば不正レビューの被害者といいますか、例えば Amazonに不正レビューを書きま

しょうなんていう募集があった場合ですね。Amazon、他社から申し入れがあった場合、

Bytedanceさんのほうで削除するという対応はとられる予定か。あるいは、それが消費者庁、

行政から要請があった場合はどうかと。というふうなことをお尋ねしたいんですけど、いか

がでしょうか。 
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〇Bytedance株式会社 ありがとうございます。二つご質問いただきました。オーガニック

に見られるけど、ブランドコンテンツですよねというものを削除しているのかということ

なんですけど、これはやっております。正確にはどの程度、悪意があるものだと隠している

かというところが、はっきりと分かるかどうかというのは難しいんですけれど、削除を検討

することは確実にやっていますということですね。 

 不正レビューの被害者、あとは他の方や行政から要請があった場合は、検討する余地はご

ざいます。検討できますので、もしそういったご要望があれば、お話しいただければという

ふうに思います。 

 

〇Bytedance株式会社 その点も補足なんですけれど、基本的には誰からの申立てというっ

ていうところであまり区別してなくて。プライバシー侵害とかの場合は基本的にご本人か

らの申立てのみ受付をしないんですけれど、それ以外の事由に基づく場合には、基本的には

規約とかポリシーに違反しているか、そこが認められれば削除ないし、その他のもろもろ適

切な対応をとっているということにしております。 

 

〇中川座長 不正レビュー募集はどっかのポリシーに反するんですかね。 

 

〇Bytedance 株式会社 私としては不正レビュー募集についてもう少し正確に理解しない

とコメントしづらいなと思っております。 

 

〇中川座長 分かりました、ありがとうございます。 

 

〇Bytedance株式会社 はい。ポリシー違反ではないと、なかなか難しいです。 

 

〇中川座長 ですよね。はい、分かりました。他によろしいでしょうか。では Bytedance株

式会社様、御説明本当にありがとうございました。これからの検討の参考にさせていただき

ます。では、これで終了ですので、御退出をお願いできればと思います。ありがとうござい

ました。 

 

〇Bytedance株式会社 ありがとうございました。 

 

〇中川座長 大丈夫ですか。委員の皆さま、きょうもまた少し延長するかもしれませんが、

よろしくお願いします。では最後ですが、Twitter Japan 株式会社様からの御説明をお願い

いたします。15 分程度でお願いできればと存じます。よろしくお願いします。 
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〇TwitterJapan 株式会社 はい。それでは、始めさせていただければと思います。本日は

このような Twitter のステルスマーケティングに対する対策と、会話の健全性に関する取

り組みについて、説明させていただく機会をいただきましてありがとうございます。 

 私は Twitter Japan の松山と申します。本日は私に加えて、弊社法務部門のアシャド、ま

た公共政策部門のキャサリンも同席させていただいております。よろしくお願いいたしま

す。音声等々、問題はございませんでしょうか。 

 

〇中川座長 大丈夫です。 

 

〇TwitterJapan 株式会社 まず、Twitter のパーパスからご説明をしたいと思っておりま

す。１個手前ですね。我々のパーパス、つまり存在意義というのは、serve the public 

conversation というふうに提示をしておりまして、訳しますと開かれた会話に寄与してい

くことでございます。 

 私たちは、表現の自由は人としての重要な権利であると考え、誰もがそれぞれの意見や考

えを安心して発信できる環境を実現していくのが、Twitterの役割であると考えております。

この使命にのっとって、会話の健全性のためのポリシーや、安全な会話ができる環境をつく

るために、さまざまな取組を行っております。 

 Twitterにおける商用を目的としたツイートの種類について、最初に説明したいと思いま

す。次の二つの場合がございます。一つは、より多くのユーザーにリーチするために購入す

るツイートでございます。これはプロモツイートと呼ばれ、Twitterの広告サービスを活用

し、自動的にプロモーションというラベルがツイート上に設置されます。また、コンテンツ

内容や掲載基準は Twitter 広告ポリシーに準拠する必要がございます。Twitter 広告とは、

主にブランドがメッセージを広めたり、潜在顧客をターゲティングしたり、フォロワーベー

スを増やしたりするために使うコンテンツのことです。 

 二つ目のケースというのは、インフルエンサーとかメディアがブランドを宣伝するため

に投稿するオーガニックツイートでございます。インフルエンサーやメディアは、ブランド

をフォロワーに対して宣伝するために、Twitter以外のブランドと商業契約を結びます。そ

の際、利用者に対してハッシュタグ PRやハッシュタグアドを追記して、ブランドとインフ

ルエンサーやメディアの間の、商業的合意を開示する責任がございます。Twitter はこの契

約を有料パートナーシップと呼んでおります。Twitterのステルスマーケティングの定義は、

この二つ目のケース。つまり、インフルエンサーやメディアがフォロワーとの間でブランド

をオーガニックにするために、Twitter以外のブランドと商業契約を結んでいる場合におい

て、そういった契約があるにも関わらず、そのように明記されていないものであるというふ

うに考えております。 

 こちらが先ほどご説明したものの具体的な例になります。左側がプロモツイートなどの

広告の場合です。左下にプロモーションという表記が付きます。右側が有料パートナーシッ
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プの場合でございまして、インフルエンサーやメディアが Twitter 以外のブランドと商業

契約を結んでいる場合は、そういった主体がツイート内に、ハッシュタグ PRなどと記載し

て表示されるようになっております。このように表記することで、利用者に商用コンテンツ

であることを示すことで、安全性の向上につながると考えております。 

 有料パートナーシップに関しましては、Twitterのサービス利用規約や Twitterルールに

掲載されている、さまざまな基準を順守する必要がございます。インフルエンサーやメディ

アが順守すべきベストプラクティスを、ヘルプセンターや広告媒体資料などにも記載いた

しております。Twitterは規制当局とともに、ステルスマーケティングと見なされるものを

定義して、可能な執行措置について議論し、相互に協力して参りたいというふうに考えてお

ります。 

 ここであらためて、Twitterのブランドセーフティの確保に向けた取組についても紹介を

させてください。Twitterはブランドセーフティを保持していくことというのは、ユーザー

の皆さまの安全性を保持することと同じであるというふうに考えております。Twitterのサ

ービスの利用者の方、Twitterのコミュニティーの参加者、Twitterを日々活用いただいて

いるブランド、その管理者の方々も、Twitterにおいて安心して会話に参加いただく必要が

あると考えております。 

 それを踏まえて Twitterは、ポリシー、商品、パートナー関係を継続的に改善して、人々

の安全の確保に努めています。会話の健全性の確保というのは、Twitterの経営にとってま

さしく一丁目一番地であると考えております。三つの P と呼んでおりますが、プロダクト

面、ポリシー面、パートナーシップ面でブランドセーフティへの取組を強化しています。

Twitter では、不快と見なされかねないコンテンツに広告が配信されることがないようにす

るため、機械学習や人の目による審査、ポリシーを組み合わせた手法を活用しています。 

 いくつか簡単に口頭で御説明したいんですけど、例えば、タイムライン及び検索上で、セ

ンシティブなメディアと広告の隣接を防いでいます。Twitterではサービスチーム又はツイ

ートの作成者が、センシティブなメディアと見なしたツイートとともに、広告が配信される

ことがないように管理をしております。また、Twitter Amplifyプログラム内でのブランド

セーフティの確保も行っております。Twitter Amplifyと申しますのは、パブリッシャーの

皆様が Twitter 上にコンテンツを提供し、そのコンテンツのプレロールのような形で広告

が配信される仕組みでございますけど、こういったコンテンツパートナーによる全ての動

画について、収益化される前に人の目による審査を行い、ブランドセーフティの基準が満た

されていることを確認しております。このレビューの補足として、プラットフォーム上の全

てのツイートに対して、アルゴリズムによる健全性と安全性のチェックを幅広く実行して

おります。 

 また、ブランドセーフな検索の推進ということで、全世界で１日 24時間にわたって、会

話とトレンドトピックをモニタリングして、安全でないと判断された検索結果に広告を配

信しないようにしています。Twitterのキーワード拒否リストは定期的に更新されておりま
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して、全世界のあらゆる広告キャンペーンに適用されております。また、広告配信されるプ

ロフィールページのコンテンツの調査を、機械学習モデルで実施いたしております。 

 また、キーワードターゲティングという機能もあるんですけど、ポジティブキーワードタ

ーゲティングのパラメーターとしての使用が禁止されているキーワードの拒否リストを、

世界規模で管理しています。こうしたキーワードに関連付けられているオーディエンスは、

キーワード除外ターゲティングを通じて除外される場合もあります。継続的に更新されて

いる拒否リストには、大多数のブランドにとって安全ではないと見なすさまざまなキーワ

ードや、Twitterの広告ポリシーでターゲッティングに禁止されているキーワードが掲載さ

れています。 

 また、返信の非表示も行っております。全ての Twitterの利用者は自分自身のツイートに

対しての返信が、攻撃的又は会話に無関係であると判断する場合に、その返信を非表示にす

ることができます。また、会話参加設定機能というものも導入しておりまして、2020 年８

月に新しい会話参加設定機能を、Twitter の利用者全員が利用できるようにいたしました。

利用者自身が、自分が行ったツイートに対して誰が返信できるのかっていうのを、三つの選

択肢から選ぶことができるようになっております。誰もが返信できるのか、自分がフォロー

している人だけが返信できるのか、又は自分がアットマークツイート、メンションツイート

をしている人のみ返信できるのか、こういったものが選べるようになっております。 

 Twitterでは全ての利用者が自由に安心して公共の会話に参加できるよう、Twitterルー

ルを設けております。定められたポリシーは全ての Twitter利用者に適用され、Twitter上

で禁止されるコンテンツや行為を定める基準となっています。Twitterのポリシーは、例え

ば暴力、テロ行為、暴力的過激主義、児童の性的搾取、攻撃的な行為や嫌がらせ、差別的言

動、自殺又は自傷行為、センシティブなメディア、違法又は特定の規制物品サービス、個人

情報、合意のない裸体の描写、プラットフォームの操作とスパム、市民活動の阻害、なりす

まし、合成されたメディアや操作されたメディア、著作権及び商標に適用されます。 

 政治に関するコンテンツも広告に掲載することを全世界で禁止いたしております。この

決定は政治に関するメッセージのリーチは、購入するものではなく獲得されるものである

という信念に基づいております。Twitterでは政治に関するコンテンツとは、候補者、政党、

選出又は任命された政府関係者、選挙、国民投票、住民投票、法律規制・指令、又は裁判に

関する結果に言及するコンテンツであると考えております。 

 このポリシーでは、投票の呼び掛け、財政支援の要請、上記の類いの政治に関するコンテ

ンツに対する賛成又は反対意見など、政治に関するコンテンツへの言及を含む広告を禁止

しております。また候補者・政党選出又は任命された政府関係者による、いかなる種類の広

告も禁止しております。ただ、オーガニックツイートは当然ながら可能でございます。 

 最後に、ブランドセーフティに関する部分で、パートナーシップについて説明したいと思

います。Twitterはさまざまな業界団体と連携しまして、安全に広告を実施いただけるよう

努めております。Twitterは Global Alliance for Responsible Media、責任あるメディア
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に向けた世界同盟の創立メンバーでございます。この組織の一員として、Twitterをはじめ

とするプラットフォームは、業界を超えた広告主さまやパブリッシャー様と共に、有害で誤

解を招くメディア環境への最善の対応について、また、さらに、ブランドを保護するための

具体的なアクションやプロセスやプロトコルの策定と公開について、協力して取組で参り

ます。他にも Four A'sと呼ばれるアメリカ広告業協会、また ANAと呼ばれる全米広告主協

会、また BSI、ブランドセーフティ協会などの業界団体で積極的に活動いたしております。

こうしたパートナーとの協力を通じて、Twitterはブランドセーフティの分野で指導的な役

割を果たしております。加えて Twitterは、NAACP、アドカラー、Anti-Defamation League、

ADL などの主な公民権グループ及び組織と、長きにわたって実りある関係を維持しています。

Twitter はこうした組織と緊密に協力して、彼らの懸念を理解し、協力して解決に当たって

きており、この努力を今後も継続して参りたいと考えております。 

 また 2020 年 12 月、パートナーに対する透明性向上の実現に向けた努力の一環として、

Twitter は MRCによって適格性認定サービスが提供されている４領域全てにおいて、適格性

認定プロセスを開始することを発表いたしました。この４領域というのは、ビューアビリテ

ィ、無効トラフィックの高度なフィルタリング、オーディエンス測定、ブランドセーフティ

の４領域になります。このプロセスではブランドセーフティの適格性認定が優先される予

定ですけど、Twitterの透明性への永続的な取り組みを示す上で、これら４領域はいずれも

極めて重要であると Twitter は考えております。2021 年７月、私たちはブランドセーフテ

ィに関する事前評価について、MRC と合意いたしております。これにより、大きな目標の成

就に向けた最初のマイルストーンに達しております。 

 2021 年３月に Twitter は、Twitter のグローバル事業展開において、Trustworthy 

Accountability Group、TAG と呼ばれる機関の Brand Safety Certified Seal、ブランドセ

ーフティ認定マークを、独立機関の監査を経て取得しております。また、日本においても昨

年発足した JIPDECに積極的に協力しておりまして、発足初期からブランドセーフティ認証

を取得いたしております。これにより広告主さまに対して、安全で高品質の環境を提供する

ために、JIPDEC が定める標準を Twitter が満たしていることが裏付けられております。ま

た Twitterは JIAA、また WOMJ、また JIPDEC、こういった業界団体の取組にも参加いたして

おります。 

 Twitterでは Twitter広告に関連する、報告のためのフォームを御用意しております。広

告主様のプロフィールやツイート、また、広告主様が Twitter広告プラットフォームで実施

するあらゆるプロモーションの内容について、その一切の責任は広告主様が負いますが、

Twitter 広告ポリシー、Twitterルール、利用規約への違反が報告された場合には、Twitter

が内容を調査して適切な措置をとります。Twitterはプラットフォームの健全性を守るため

に、Twitterポリシーの違反がある場合は、ルールとポリシーに基づく強制的な対応をとる

場合があります。対応は、ツイートレベルでの対応、表示制限や削除を求めるなどもあれば、

アカウントレベルでの対応、プロフィールの変更を求めたり、アカウント自体の凍結も考え
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られます。 

 捜査機関又は政府機関の担当者様が、違法行為の可能性があるコンテンツを、現地法違反

の疑いで Twitter から削除するよう要請される場合は、まず Twitter ルールを御確認いた

だき、必要であればコンテンツが Twitter の利用規約に違反しているかどうかを確認する

よう、Twitterに対して要請していただけます。こちらが Twitterのリーガルリクエストサ

ブミッションサイトでございまして、執行機関、捜査機関や政府組織による、削除請求やユ

ーザー情報の保管要請、開示請求などをウェブサイトからご提出いただけます。 

 現在の状況としては、インフルエンサーやメディアが有料パートナーシップのベストプ

ラクティスを順守することを期待いたしておりますが、私たちのベストプラクティスに従

わないコンテンツを削除するということはございません。今後、ポリシーへの転換や法律に

基づいた請求などの措置を通じて、私たちは日本政府の取組を支援するために、協力できる

ことをうれしく思っております。 

 透明性に関するレポートということで、Twitter利用者の皆さんの声に常に耳を傾け、透

明性を可能な限り確保するべく常に取り組んでいます。透明性センターの導入によって、行

政や利用者のかたがたからの通報や対応件数などを公開いたしております。2012 年７月以

来、年２回発行している Twitterの透明性に関するレポートを通じて、Twitterに寄せられ

る法的請求、知的財産に関する異議申立て、また Twitterルールに基づく強制的対応、プラ

ットフォームの操作、メールのプライバシーに関するベストプラクティスについて、動向を

公表しております。報告書をご覧いただくと、Twitterの請求に対してどのような対応をし

たのかも分かります。Twitter ではこうした報告書を 2020 年８月に全面的に刷新して、包

括的な透明性センターに統合いたしております。 

 こちらが我々の広告会社さま向けに配布している、媒体資料の抜粋になりますけども。こ

こに先ほど申し上げたような、有料パートナーシップについての記載を行っております。こ

のような媒体資料やヘルプセンターにおいて、ベストプラクティスを御紹介しております。 

 こちらが同じように広告媒体資料に記載されている、広告ラベルの説明になっておりま

す。こちらの資料でも記載を徹底して、周知に努めております。Twitterはステルスマーケ

ティングに関して、規制当局の取り組みに喜んで協力するつもりでございます。私たちが採

れる行動には技術的な限界があるかもしれませんが、私たちのベストプラクティスをポリ

シーに転換して、可能なアクションを議論して参りたいというふうに考えております。私か

らの説明は以上でございます。ありがとうございます。 

 

〇中川座長 ありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。ご発言

をご希望の方は挙手機能ですね。では、カライスコス委員お願いします。 

 

〇カライスコス委員 ありがとうございます。京都大学のカライスコスと申します。御社の

さまざまな取組について、御紹介いただき誠にありがとうございます。三つ質問があります。 
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 １点目は、スライドの２ページ目の２番にあります、オーガニックツイートの場合、有料

パートナーシップの場合は、10 ページ目にありますように、PRのハッシュタグを付けると

いう責任を負うというふうになっているとのことでしたが、それをしなかった場合には、ツ

イートが削除されたり、あるいはアカウントが凍結されたりするという認識でよろしいで

しょうか。２点目は、過去に、実際に例えば日本のユーザーで、ステルスマーケティングを

行ったということでツイートが削除されたり、あるいはアカウントが凍結されたという事

例が存在しているのかどうかです。３点目は、24 時間体制でツイートの監視をされている

というお話がありましたが、監視の中には、ステルスマーケティングがされているのかどう

かという監視も含まれているのか、ということについて御教示をいただければ幸いです。お

願いいたします。 

 

〇TwitterJapan 株式会社 ありがとうございます。まず、最初の点に関しましては、私の

先ほど申し上げた説明の中にも、一部言及をさせていただいたんですけども。現時点におい

ては、こういったベストプラクティスに従わないコンテンツというのを、削除するというこ

とはございません。ただ、今後、これをポリシーに転換することも検討し、法律に基づいて

請求などの措置を通じて、対応策も協議させていただきたいというふうに考えております。 

 二つ目の御質問に関しては、件数について、実際のところは分かりませんので、一旦、持

ち帰らせていただければと思っております。３番目については、恐らく１番目の回答とほぼ、

そこでカバーできているのかなとは思うんですけど、よろしいでしょうか、そういった形で。 

 

〇カライスコス委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 他いかがでしょうか。片岡委員お願いいたします。 

 

〇片岡委員 新経済連盟の片岡です。御説明ありがとうございました。ステマ界隈で最近、

頭を悩ませているのが、SNS によるレビュー募集といわれる投稿で。星五つを条件に全額返

金しますといったようなレビュー募集が行われていたりしています。EC プラットフォーム

などは、何とかそれに対処しようとしているのですが。SNSの運営側としては、そういった

投稿に対応する難しさというのを、どこら辺に感じていらっしゃるのでしょうか。 

 あと、海外、特に欧米で、そういった投稿に関して問題視されているような事例はあるの

か、そこについて対応が日本と欧米で違いはあるのかという点について、教えていただけれ

ばと思います。 

 

〇TwitterJapan 株式会社 不正レビュー募集というのはさまざまな問題があるというふう

に認識しておりますけど、その他のポリシー違反と合わせて取り締まっているケースもあ

ると聞いております。ただ、現時点において、明確にこれが法律に反しているみたいなとこ
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ろの判断基準とか、法律違反であるというようなご指摘が、そういったものが受けることで

対応が可能になっていくのではないかなというふうに考えております。我々の方からなか

なかそれがどこまで、投稿内容だけで違法なのかどうなのかという判断が、なかなか難しい

ところがあるというのが実態かと思っております。 

 海外の状況については、我々のキャサリンのほうに少し聞いてみたいと思うんですけど

も。通訳の方を通じて質問いただいてもよろしいでしょうか。 

 

〇TwitterJapan 株式会社 通訳の方、回答をお願いしてよろしいでしょうか。 

 

〇TwitterJapan 株式会社（通訳） 失礼いたしました。それでは、今の不正投稿レビュー

に関連しての回答させていただきます。先ほど松山のほうから回答させていただきました

とおり、ポリシーというのは、我々グローバルのほうで執行しておりまして。となると、日

本で見られている課題の多くは、海外でも同様に見られ、そして対策を採っているというこ

とが基本的な前提となります。 

 そして、何かしらポリシー違反という観点からいいますと、それの対策としてさまざまな

手段を講じております。この中では規制されているグッズやサービスといったところもも

ちろん関連していますし、何かしらこういった不正投稿レビューですとか、フィードバック

をお願いする、推進する、もしくは勧誘といったところにおいても適用されます。 

 例えばなんですけど、一つの違反というところが、その一つだけにとどまらず、同時にそ

の他の違反行為に当たるということも我々は加味しております。ですので、こういったとこ

ろも考慮しながら、例えばこれはスパムに当たるような行動・行為かもしれない。あるいは、

それだけではなくって、内容自体が我々の中核となる、広告主向けのポリシーの違反になっ

ているかもしれないというところを見ておりますので、一つだけの行動を見る、構造的な信

号を一つ取るのではなくて、それと加えてポリシーというところも十分に考慮しながら対

策をとっております。ただし、コンテンツを全て一つ残らずレビューし、評価するというの

は非常に難しいということが、前提としてはあるということをお伝えしなければいけませ

ん。 

 

〇片岡委員 はい、ありがとうございます。 

 

〇中川座長 それでは、山本委員お願いします。 

 

〇山本委員 はい、ありがとうございました。私からの質問なんですけれど、有料パートナ

ーシップに基づくツイートの場合、ベストプラクティスの中でハッシュ PRっていうものが

出てきているかなと思います。ただ、それ以外にもいろいろな商業的関係があることを表す

表し方っていうのは、かなり柔軟に受け止めるあれがあるのかなとも思いつつ。一方で、ハ
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ッシュ PRあるいはハッシュプロモーションみたいな言い方が、一般の方にどこまで広告と

分かるかどうかっていう議論も出てきているかなと思っております。 

 他の SNS のプラットフォームさん見てみると、こういった Twitter さんでいうところの

有料パートナーシップの場合を表すラベルですかね。タグというかトグルというか。そうい

った機能が備わりつつあるように見受けられるんですけど、Twitterさんのほうでは、そう

いったことは現在、お考えではないでしょうか。いかがでしょうか。 

 

〇TwitterJapan 株式会社 現時点では、こういった説明したとおりのベストプラクティス

ということで、御対応をお願いしておりますが。こういった取り組みについて、今後、意見

交換をぜひ継続させていただければと思っております。 

 

〇山本委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 他はいかがでしょうか。寺田委員お願いします。 

 

〇寺田委員 JIPDECの寺田と申します。よろしくお願いします。Twitterさんの広告の契約

であったりとか、それから利用者の規約を見ていても、ステマを想定するような内容という

のが見当たらないっていうのが正直なところです。これは多分、法的な規制というものが入

ってくれば、規約であったりとかそういったところに、こういうポリシーとして加えられる。

今、日本にはそういうものが存在していないので、Twitterが勝手に自前でそういったもの

を考えて作るとかっていうことはないっていう、そういうふうに認識してよろしいでしょ

うか。もし日本のほうで規制ができれば、これはポリシーとして入ってくることになるって

いうふうに考えてよろしいでしょうか。 

 

〇TwitterJapan 株式会社 そちらについても、先ほど御説明した中で、現在はベストプラ

クティスという形で、ヘルプセンターのページのほうに記載をいたしております。もしかし

たら、検索でヒットがたまたましなかったかもしれませんけど、一応ホームページにはそう

いった記載をいたしております。 

 今後、こういったベストプラクティスのポリシーへの転換や、法律に基づいた請求などの

措置を通じて対応できるような形っていうのを、我々としても検討して参りたいというふ

うに考えております。 

 

〇寺田委員 ありがとうございます。 

 

〇中川座長 他はいかがでしょうか。どなたかないですか。私から一つよろしいでしょうか。

最初のほうの２ページで、２番１と２がありまして、２のほうの最後から２行目で、商業的
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合意という言葉があります。これの定義というか、定義ないしはこのようなものが入るのか

っていう形でお尋ねしたいんです。このようなものというのは、例えば、サンプルをあげま

すので、それについては何かのレビューを出してくださいっていうようなものとか。あるい

は、購入して何らかのレビューを書いてくれたら、その商品からお金を返しますとかですね。

そのようなものも商業的合意に入るのかが１点です。 

 もう一点は、これは確認ですけれども。２ページというのは、上に Twitter広告ポリシー

っていうリンクがあるんですけど、実質的には２番目の商業的合意があるんだけど、それを

表示しないというオーガニック Twitterについては、それはポリシーに違反するのか，現時

点ではそこまでではない、ベストプラクティスとおっしゃっていましたけど、それはポリシ

ー違反とまでは言えないので削除はしないということなのか。それとも、それはポリシー違

反だから、全部を発見はできないにしても、分かれば削除していると、ないしは何らかの対

処をしているというふうな理解でよろしいのかということ。 

 最後、３番目ですけども。先ほどから話題になっている不正なレビューの募集というのは、

現在、それが外部から指摘されても、行政を含む外部から指摘されても、ポリシー違反では

ないので削除はしないという、削除というか、対応はしないという、そういう理解でよろし

いんでしょうか。以上、お答えいただければと思います。 

 

〇TwitterJapan 株式会社 まず最初の商業的合意の定義についてなんですけど。厳密な定

義については一旦確認をさせていただければと思いますので、後日、回答をさせていただい

てもよろしいでしょうか。 

 ２番目の、ステルスマーケティングがポリシーかどうかみたいなところですが、これもベ

ストプラクティスという言葉を我々使っているんですけど、そういった意味ではポリシー

ではないということとご理解いただければと思います。これを今後、ポリシーに転換してい

くことをぜひ協議をしていきたいというふうに考えているというところでございます。不

正レビューの防止がポリシー違反に当たるかどうかみたいなところについては、これは一

度またこれも確認をしたいんですけど、これもキャサリンに、もし何かコメントがあれば聞

きたいと思うんですけど、大丈夫でしょうか。 

 

〇TwitterJapan 株式会社（通訳） 少しこの前の質問の回答と共通してるところもあるか

もしれませんが、回答させていただきたいというふうに思います。既存の Twitterのポリシ

ーやルールというところは、当然ながら不正広告及び不正投稿レビュー防止というところ

においても、もちろん加味しているところはあるものの基本的には、例えば広告に関連する

ポリシーに違反しているかどうかというところを見てるところもございます。 

 例えば、こういったところは商業的な同意や意図を持っているものの、事業慣習的にはこ

れは許容できないものだというふうに判断される場合も、具体的なコンテンツによっては

ございます。例えば金融的なファイナンシャルスキャムと呼ぶ不正行為ですとか、あるいは
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不正な情報ですとか。基本的には、我々は表現の自由というところは許諾はしているものの、

オーガニックな情報やコンテンツにおいては、一つずつ不正かどうか、違反しているかどう

かを見た上で判断をさせていただいております。 

 ただし、先ほど松山がお伝えしたとおりにはなるんですけど、オーガニックのコンテンツ、

ないしその情報に関しては、不正かどうかというのは、繰り返しになっているものの、ポリ

シーがなかったとしても、これは一つずつ吟味した上で判断をするということになります。

それはなぜなら一つだけを見るのではなくて、いくつかの要因や要素を見ながら、例えば偽

造の物品ですとか、あるいは不正のクレームがあったりとか、あるいは返金・返品といった

ところ、あるいはグッズやサービスといったところの品質が悪かったがために、こういった

事象があるといったところも見て判断をしておりますので。ただし、こういったところの具

体的な事柄におきましては、一つずつ皆さまのほうと協議を重ねた上で、返答させていただ

ければというふうに思います。 

 

〇中川座長 ありがとうございました。委員の方から、他によろしいでしょうか。大丈夫で

すね。ありがとうございました。それでは、Twitter Japan株式会社様、本日はどうもあり

がとうございました。いただいた情報を参考に検討して参ります。 

 

〇TwitterJapan 株式会社 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

〇中川座長 それでは、御退室をお願いいたします。ありがとうございました。 

 

〇TwitterJapan 株式会社 失礼いたします。 

 

〇中川座長 ありがとうございました。本日も長くなって申し訳ありません。本日は前半で

ステマの実態といいますか、特にグレーゾーンについて、委員の間で認識を共有できたので

はないかと思います。 

 また後半、先ほどのお二方ですけど、仮にステマに関する法的規制を導入した場合に、今

後、どのように、その間に立つソーシャルメディアの方たちに、我々がどのようにアプロー

チすることが考えられるかという意味で、いろいろヒントをいただけたのではないかと思

います。 

 その他委員の皆さまからもさまざまな御意見をいただきましたので、事務局で整理をし

てもらいます。そして、次回も事業者ヒアリングを続けたいと思います。事務局にはどうぞ

よろしくお願いをいたします。では、日程について。 

 

〇事務局 はい。次回の日程につきましては、９月 30日金曜日 15時から 18時までとなっ

ておりまして、先ほど座長からございました、引き続き事業者からのヒアリングを予定して
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おります。また本日と同様、事業者さまの重要な情報も含まれるため、非公開で行うことを

予定しております。以上でございます。 

〇中川座長 本日も遅くなって申し訳ございませんでした。第２回の検討会に参集いただ

きありがとうございます。それでは、これで本日の検討会を終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

 

(了) 


